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第１章 総 則 

 

１ 目的 

この仕様書は、海老名市本庁舎（以下「本庁舎」という。）管理業務委託（以下

「業務」という。）の大要を示すものであって、軽微な事項または記載のない事項

であっても業務に必要な事項は、これを行うものとする。 

また、本仕様の解釈については、海老名市の考え方を基準とし、不明な点等につ

いては事前に確認を行うものとする。 

 

２ 用語の定義 

  この仕様書における用語の定義は、次のとおりとする。 

 (１) 甲とは、海老名市をいい、乙とは、受託者をいう。 

(２) 業務員とは、乙と雇用関係にあって、業務遂行のために各業務に従事する者

をいう。 

(３) 業務主任者及び管理技術者とは、海老名市契約規則第126条により準用され

た第64条に定めた規定に準ずる者をいう。 

(４) 警備業務員とは、警備業務仕様書に基づき業務を遂行する者をいう。 

(５) 設備業務員とは、設備運転業務仕様書に基づき業務を遂行する者をいう。 

(６) 正副責任者とは、警備業務・設備運転業務に配置され警備業務仕様書・設備

運転業務仕様書に則した者をいう。 

(７) 業務責任者とは、清掃業務に配置され清掃業務仕様書に則した者をいう。 

(８) 正副責任者・業務責任者の技能・実務経験等は、国土交通省が定める「建築

保全業務積算要領」の技術者区分を参照。 

 

３ 委託内容 

(１) 警備業務 

(２) 設備運転業務 

(３) 清掃業務 

(４) その他庁舎管理に付随する業務 
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４ 受託条件 

 (１) 建築物環境衛生総合管理業及び警備業の登録を行っており、警備、設備運転、

清掃業務を一括して管理が可能であること。 

(２) 公共性を十分認識し、本庁舎管理業務について相当の教育を受け、臨機応変

の措置ができ得る者が配置できること。 

(３) 業務主任者及び管理技術者は、本庁舎守衛室に常駐し、業務の管理監督にあ

たること。 

(４) 緊急事態発生時は、業務主任者及び管理技術者を含め業務員は、速やかに本

庁舎に急行し、即応性の態勢が取れること。 

(５) 業務員に不適当と甲が認める者がいるときは、遅滞なく交代可能な体制が確

立できていること。 

(６) 受託開始30日前より業務引継ぎが可能であって、15日前には受託の体制を

確立し、ＯＪＴが可能なこと。 

(７) 労働実態調査に応じること（賃金・社会保険・勤務時間・労働契約等）。 

 

５ 業務対象物件 

(１) 所在地 海老名市勝瀬１７５番地の１地内 ほか 

(２) 名 称 本庁舎 

 

６ 業務範囲 

  本庁舎、西棟、倉庫（旧電気自動車車庫）及び敷地（西側催事広場､職員駐車場、

公用車駐車場、本庁舎駐車場、芝生広場等） 

 

７ 指示事項 

(１) 任務配置表を前月25日までに提出すること。 

(２) 乙は、業務に係る業務員について甲が用意した様式に記載の上、事前に提

出すること。 

また、これを変更したときも同様とすること。 

(３) 乙は、甲から文書をもって、業務員に不適当と認める者の指摘があったとき

は、その者を交代しなければならない。 

(４) 乙は、業務員が不在となる場合は代務者を手配し、財産・車両課長の許可を

得ること。 
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ただし、その場合においても代務者は業務仕様書の内容を満たす者とする。 

(５) 乙は、業務にふさわしい作業衣を業務員に着用させ、名札をつけ、身分を明

らかにすること。 

(６) 乙は、甲の海老名環境マネジメントシステムを理解するとともに、甲の環境

活動に協力すること。 

(７) 乙は、業務の実施に当たり、業務要領等を作成し、周知徹底を図るとともに

規律の向上と円滑な業務の実施に努めること。 

(８) 乙は、業務責任者による業務報告を行うこと。 

(９) 乙は、業務要領（手順書・各業務マニュアル等）等を甲の求めに応じ、各業

務別に提示できるよう常に整備しておくこと。 

 

８ その他 

  この仕様書に定めのない事項は、必要に応じ甲乙協議の上、定めるものとする。 

 

９ 環境配慮について 

 (１) 施設管理業務 

   ア 乙は、施設から排出される廃棄物は、分別の徹底を図った上、適正に処理

すること。 

イ 乙は、管理・運営する施設の節電に努めること。 

ウ 乙は、施設管理上必要となる車両については、環境に配慮した車両を利用

するよう努めること（例：電気自動車、ハイブリッドカー、低排出ガス車等

の使用等）。 

エ 乙は、施設利用者がアイドリングストップ等、環境に配慮した行動をとる

よう啓発に努めること。 

オ 乙は、環境に影響を及ぼすような紙・物品等の使用を避け、代替品、リサ

イクル品の使用に努めるとともに、報告書の作成等に使用する用紙類は、再

生紙を利用し、管理方法の検討を行う等、紙の使用量削減に努めること。 

カ 乙は、各施設設備の効率的な運転を行い、燃料、電力等の使用量削減に努

めること。 

キ 乙は、人体に影響を及ぼすような各設備保守用薬品、流出により土壌汚染

を引きおこすおそれのある燃料については、適正に保管するよう努めること。 

ク 乙は、施設管理、運営時に使用する作業機械等は、騒音・振動等の法規制
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に対し、十分配慮したものの使用に努めること。 

(２) 清掃業務 

ア 乙は、業務実施時の排出物のうち、可能なものは再資源化するよう検討す

ること。 

イ 乙は、薬品等を使用しない清掃方法の検討を行うこと。 

ウ 乙は、清掃業務実施時に排出される廃棄物は、適正に処理すること。 

エ 乙は、清掃等業務実施時に必要のない箇所の節電に努め、電力使用量の

削減を努めること。 

オ 乙は、業務実施時に使用する機器等については、騒音・振動等に配慮し

た機器の使用に努めること。 

カ 乙は、業務実施時に必要となる車両については、環境に配慮した車両を利

用するよう努めること（例：電気自動車、ハイブリッドカー、低排出ガス車

等の使用等）。 

キ 乙は、環境に影響を及ぼす洗剤、ワックス等は使用せず、環境に影響を

与える可能性の少ない代替物を使用して業務を遂行できる方法等を検討す

ること。 

ク 乙は、業務実施時に排出される汚水については、水質汚濁及び土壌汚染

を引きおこさないよう適正な処理を行うこと。 
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第２章 委託業務内容 

 

Ⅰ 警備業務 

 

１ 基本的事項 

  警備業務は、警備業法に基づく次の事項を遵守すること。 

(１) 警備業の認定を受け、かつ、神奈川県公安委員会へ営業所の届出をしている

こと。 

(２) 警備員の制限及び警備業務実施の警備業法に係る基本原則を守ること。 

(３) 警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けた警備員指導教育責任者がいる

こと（要修了証明書）。 

(４) 警備員教育を行うこと（新任、現任教育を半期ごとに実施）。また、甲に受

講者名簿及び実施内容の報告等を行うこと。 

 

２ 警備業務員の配置等 

 (１) 乙と直接的かつ恒常的な雇用関係が３か月以上経過し、１人当たりの勤務時

間が原則１週間当たり30時間以上従事する警備業務員を正・副責任者として配

置するものとする。 

(２) 警備業務員の勤務時間、配置人員等は次のとおりとし、常駐場所は守衛室と

する。 

  昼間 午前８時30分から午後５時まで１人 

  夜間 午後５時から翌朝午前８時30分まで２人 

(３) 前(２)の夜間の配置については、午前０時から午前６時までは１人とするこ

とができる。ただし、非常時は２名を配置しなければならない。 

 

３ 従事者の実務経験等 

(１) 正責任者は警備業務について高度な技術力及び判断力並びに作業の指導等の

総合的な技能を有し、実務経験が６年以上の者を配置すること（国土交通省要

領技術者区分警備員Ａ）。 

(２) 副責任者は警備業務について、作業の内容判断ができる技術力及び必要な技

能を有し、実務経験３年以上の者を配置すること（国土交通省要領技術者区分
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警備員Ｂ以上の者）。 

 (３) 係員においては警備業務について正副責任者の指示に従い作業を行う能力を

有する者を配置すること（国土交通省要領技術者区分警備員Ｃ以上の者）。 

(４) 配置される警備員は防災管理者の講習の修了証を有する者を配置すること。 

(５) 警備業務員は、健康な者とし、乙の業務員であること。 

(６) 警備業務の実施に当たり、建物､施設､工作物及び物品等を破損し、または滅

失の事実、若しくはそのおそれのあるものを発見したときは､直ちにその旨を

財産・車両課長に報告し指示を受けなければならない。 

(７) 警備業務員は、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の取扱い講習を修了した者で

あること（要修了証）。 

 

４ 業務内容 

(１) 警備及び保安 

ア 庁舎内は、夜間３回以上､休日の昼間は２回以上全体巡視すること。また、

必要に応じて臨機応変に巡視を行い、火災、盗難の予防及び警戒に努めるこ

と。 

イ 敷地内は、夜間４回以上、休日の昼間は２回以上巡視すること。長期駐車、

車両形状等に不審がある場合は、財産・車両課長に報告し、指示を受けるこ

と。 

ウ 巡視は、警備実施計画書（開始時刻、順路等）を作成し、甲の承認を得て

から行うこと。 

エ 巡視点検は、庁舎内の異常の有無、火気、窓等の施錠確認を行い、不要照

明の消灯、コピー機、プリンター等の機器の電源切断、給水弁の止水確認を

行うこと。また、敷地内施設にも外灯照明設備､公用車､駐車場の車止めなど、

異常がないか確認すること。 

オ 敷地内に遺棄された物を発見したときは､財産・車両課長の指示に従い適

切な処置をとること（放置自転車､粗大ゴミ、汚物、捨て猫など。）。 

カ 巡視点検の結果は、保安日誌に記載し、異常を認めたときは、応急の措

置を講じるとともに財産・車両課長又は関係職員に報告し、その指示を受

けなければならない。 

キ 庁内の火災及び防災設備の監視を自動火災報知副表示盤で行うこと。 

ク 火災又は災害が発生したときは、初期消火及び避難誘導を行うこと。また、
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必要に応じて庁内放送すること。 

ケ 庁舎機械設備の異常監視を警報盤で行うこと。 

コ 外部侵入者の監視を各防犯表示盤で行うこと。 

サ エレベーターに異常が認められたときは、インターホンにてエレベーター

かご内の利用者有無の確認を行うこと。また、設備業務員と協力して、状況

を確認し、保守業者に連絡をすること。 

シ 来庁者用エレベーター（３台）の運行を行うこと。 

(ア) 運行スイッチ操作を行う場合は、エレベーター内に乗降者がいないこ

とを確認して行うこと。 

(イ) 閉庁日に使用する際は各フロアースイッチを選択し、無人のフロアー

に停止しないよう設定を行うこと。 

ス 庁舎の出入口の開錠、旋錠及びその確認をすること。 

セ 執務時間外における公用車の施錠等を確認すること。 

ソ 公用車、職員各駐車場及び駐輪場の開錠及び施錠をすること。 

タ 監視カメラによるモニターの監視業務を行うこと。また、不審者と思わ

れる者を確認した場合は、財産・車両課長へ遅滞なく報告し、指示を仰ぐ

とともに現場に急行して監視を継続すること。なお、警備業務強化のため

の追加モニターを設置する場合は、甲と協議すること。 

チ みんなのトイレで異常が発生したときは、対応を行うこと。 

ツ １階喫茶･談話コーナー防犯装置(守衛室)点検を行うこと（年２回）。 

 
(２) 来庁者及び電話の応対 

ア 商用又は業務のための来庁者に対し、取り次ぎを行うこと。 

イ 執務時間外に来庁者を入庁させるときは、氏名、入退庁時間等を記載させ、

また、必要に応じて用件を確認すること。 

ウ 商用のために入庁させるときは、氏名等を記載させ、許可バッジを交付し、

退庁時に回収すること。 

エ 執務時間外は電話交換業務員と連絡を密にし、交換台が休日・夜間電話に

切替えられた後、外線電話の応対を行うこと。 

オ 外線電話は、取次ぎ、転送又はその内容を確認し、必要な応答をすること。 

(ア) 市内公共施設等の業務内容に関する問合せ対応 

(イ) 行事に関する問合せ対応 
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(ウ) 夜間救急､小児救急の休日救急病院の問合せ対応 

(エ) 市内緊急事態発生時の問合せ対応（公共物関係､事件､消防､事故､断

水､停電､火災､自然災害､河川事故等） 

(オ) 国､県､警察、消防その他関係機関からの問合せ対応 

(カ) 苦情対応、関係部署への連絡（公共工事､航空機騒音､市営施設等） 

(３) 超過勤務者の確認及び把握 

    執務時間外での職員数を備え付けの端末機で把握すること。 

(４) 物品等の受領 

ア 郵便物、届出書、配達物品等は、宛先名を確認して受領し、受領簿に記載

の上、関係課に引き渡すまで責任を持って保管すること。 

イ 特殊郵便物（書留・レターパック等）は以下のとおり受け取り対応をする

こと。 

(ア) 平日午前中に届いた場合は、文書法制課に連絡し、受け取り依頼を行

うこと。 

(イ) 平日午後に届いた場合は、配達員を文書法制課に案内すること。 

(ウ) 閉庁日に届いた場合は、通数を確認し、受領簿に記載の上、配達員か

ら受領すること。受領後は、受領簿のコピーと受領した郵便物を文書整

理室に運ぶこと。 

(５) 連絡等 

ア 火災その他災害の発生の疑いを認めたときは、直ちに現状を確認すること。 

イ 事件又は火災が発生したときは、直ちに財産・車両課長に連絡するととも

に必要に応じて警察署、消防署に連絡すること。 

ウ ダムの放流情報、公害に関する情報等の異常事態があったときは、市の関

係課長へ連絡し、その指示に従うこと。 

※市内緊急事態発生時の関係部署への連絡(担当部署､国､県､警察､消防等) 

エ 受領した物品、届出書等を速やかに関係課へ引き渡すこと。 

     ※郵便､宅配､その他(婚姻届､離婚届､出生届､死亡届等)の預かり物の管理､

引き渡し 

※庁舎内､構内の拾得物の管理､引渡し 

(６) 保安機器等の監視 

    設備運転業務時間外（Ⅱ 設備運転業務を参照）で中央監視盤の異常警報が

発報したときは、中央監視室において警報を停止し、状況を確認の上、設備運
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転業務員に連絡すること。また、必要に応じて財産・車両課長へ連絡すること。 

(７) 緊急時の対応 

  ア 火災その他の災害発生の疑いを認めたときは、直ちに現状を確認すること。 

  イ 緊急事態の発生、または発生する可能性がある場合に備え、「緊急時対応

マニュアル」を作成し、これに基づき対応すること。 

  ウ 急病人やけが人等の緊急事態が発生した場合は、現地へ急行し、被害者の

救護・救急車の要請を行うなど、傷病者の救護を最優先に実施すること。 

(８) その他 

ア 国旗及び市旗を、指示された時間に掲揚及び降納すること。 

イ 毎日、保安日誌を記載し、財産・車両課長に提出すること。 

   ウ 執務時間外及び閉庁日の施設利用時の対応を行うこと。 

(ア) 会議室利用者に、鍵の受け渡し、返却受理保管を行うこと。 

(イ) 庁舎施設利用計画書に基づき、本庁舎玄関､来庁者駐車場､会議室､照

明､エレベーター等の利用対応をすること。 

(ウ) 本庁舎駐車場の駐車料金の無料処理機の返却受理保管を行うこと。 

エ 公用車利用者に鍵の貸出しを行うこと。また、使用管理業務を行うこと。 

オ 自転車の鍵の貸出しを行うこと。また、自転車のバッテリーの充電を行う

こと。 

カ 警備上の事故が発生したときは、必要に応じて報告書を提出すること。 

キ 日直者が守衛室にて業務を行う場合は、協力して業務を実施すること。ま

た、業務詳細は日直業務マニュアルを参照すること。 

ク 清掃､工事､修理、設備点検等により業者が出入りするときは、関係部署､

設備業務員､清掃業務員等と連絡を密にして業務に当たること。また、必要

に応じて､庁舎施設の利用準備を行うこと。 

ケ 業務マニュアル（手順書）を作成し、各業務との連携を図ること。 

コ 本庁舎の消防訓練に参加すること。 

サ 別紙「学校体育施設使用料収納等業務委託 仕様書」のとおり対応するこ

と。 

シ 甲の指示に従い、海老名市小中学校体育施設の鍵の受け渡しを行うこと。 

ス 日直業務マニュアル増加時の対応をすること。 

セ 甲の指示に従い、本庁舎駐車場利用者の駐車券の無料処理を行うこと。 

ソ 甲の指示に従い、本庁舎駐車場利用者の駐車券の紛失対応を行うこと。 
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別紙 

学校体育施設使用料収納等業務委託 仕様書 

 

１ 業務内容 

海老名市立小学校及び中学校の体育施設の開放に関する条例（昭和54年条例第13

号。以下「条例」という。）に定める使用料のうち、夜間照明施設を有する屋外運

動場に係る使用料の収納業務を行うこと。 

(１) 乙は、施設の利用者から、条例に定める使用料を収納し、領収書を交付する

こと。 

(２) 甲は、利用日（利用日が海老名市の休日を定める条例（平成元年条例第１４

号）に規定する休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日

でない日）に利用施設、利用日等を記載した夜間照明使用料収納状況日報及び

領収書等を乙に送付する。 

ただし、送付後に受け付けた利用予約については夜間照明使用料収納状況日

報に記載できないことから、乙が予約状況等を確認し業務にあたるものとする。 

(３) 受付時間は、施設利用日の当日午後５時から午後９時30分までとする。 

(４) 予約者から、悪天候又はグラウンドの状況不良のため施設を使用しない旨の

申出があったときは、返金を行うものとする。ただし、返金の受付は、午後６

時30分までに受け付けた場合は当日の午後７時30分まで、午後６時30分を超え

て受け付けた場合は受付時刻から１時間以内に申出があったときに限るものと

する。 

２ 実績報告 

乙は、収納業務の実績を夜間照明使用料収納状況日報に記載し、翌週月曜日まで

（該当する日が海老名市の休日を定める条例（平成元年条例第14号）に定める休日

の場合は、その翌日まで）に甲に報告すること。 

 

３ 売上げ代金の請求について 

(１) 甲は、前項の報告に基づき、乙が甲に納入すべき額を納入通知書により請求

する。 

(２) 乙は、甲が指定する期日までに売上げ代金を、甲が発行する納入通知書によ

り支払うこと。 
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Ⅱ 設備運転業務 

 

１ 基本的事項 

乙は建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録者であること（要建

築物環境衛生総合管理業登録証明書の写し）。 

 

２ 設備業務員の配置等 

(１) 乙と直接的かつ恒常的な雇用関係が３か月以上経過し、１人当たりの勤務時

間を原則１週間当たり30時間以上の設備業務員を、正・副責任者として配置す

るものとする。 

(２) 設備業務員から「第３種電気主任技術者」、「建築物環境衛生管理技術者」

の免状及び修了証取得者、「特別管理産業廃棄物管理責任者」の修了証取得者

を第３種電気主任技術者及び建築物環境衛生管理技術者として選任し、当該業

務を行わせるとともに常駐させるものとする。 

(３) 設備業務員の勤務日、勤務時間等は次のとおりとし、常駐場所は中央監視室

とする。ただし、前(２)の第３種電気主任技術者及び建築物環境衛生管理技術

者は設備業務員と兼ねることができるものとする。 

  ア 海老名市の休日を定める条例第１号に定める日以外の日は、午前８時から

午後５時30分まで３人以上 

イ 甲の指定する土曜開庁日は、午前８時から午前12時まで１人以上 

 (４) 前（２）の第３種電気主任技術者及び建築物環境衛生管理技術者が、特別な

理由により常駐できない場合は、同資格を有し、管理状況の把握をしている

者が対応するものとする。 

(５) その他前(３)以外の勤務日等に甲が業務を要する場合は、甲乙協議の上、

当該業務に従事させることができるものとする。 

 

３ 従事者の実務経験等 

(１) 正責任者は、設備業務員として運転操作及び点検実務、建築物環境衛生総合

管理業の経験を有する者であって、設備の点検整備業務については、10年以上

の実務経験があり、作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有し、ま

た、運転・監視及び日常的な保守点検業務については、10年以上の実務経験が

あり、高度な技術力及び判断力並びに作業の指示等の総合的な技能を有する者
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とする（国土交通省要領技術者区分保全技師補）。 

(２) 副責任者は、設備業務員として運転操作及び点検実務、建築物環境衛生総合

管理業の経験を有する者であって、設備の点検整備業務については、５年以上

の実務経験があり、正責任者の指示に従い作業を行う能力を有し、また、運

転・監視及び日常的な保守点検業務については、５年以上の実務経験があり、

作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有する者とする（国土交通省

要領技術者区分保全技術員以上の者）。 

(３) 設備業務員は、災害時及び緊急事態発生時において、１時間以内に本庁舎に

登庁可能な者であること。 

(４) 設備業務員は、業務遂行に当たり、脚立等を使用して実施する高所作業、天

井裏にて行う作業、地下ピット内で行う作業等に従事可能な者であること。 

(５) 設備業務員は、労働安全衛生規則に基づく特別教育を受け、修了証を受けた

者であること。 

 

４ 業務内容 

 (１) 官公署手続 

    官公署手続きは、全て乙の責任と負担において実施すること。 

(２) 監視 

ア 中央制御装置等（別記１「中央監視盤運転管理書」参照）の状況及び同装

置等を通じ、これらに連動している機器の運転状態を監視すること。 

イ 中央制御装置等により庁舎内の温度、湿度及び電力の使用状況等を監視す

ること。 

ウ 火災警報盤及び防排煙盤を通じ、消防用設備の状態を監視すること。 

エ 総合監視盤を通じ各装置の状態を監視すること（みんなのトイレ表示器警

報時、警報場所を確認すること。）。 

オ エレベーターに異常が認められたときは、インターホンにてエレベーター

かご内の利用者有無の確認を行うこと。また、警備業務員と協力して、状況

を確認し、保守業者に連絡をすること。 

(３) 操作 

ア 中央制御装置等の起動及び停止運転プログラムの入力をすること。なお、

入力は、休日・時間外の入力は庁舎利用予定によること。ただし、土曜日開

庁日分は隔週毎の入力とする。 
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イ 必要に応じて照明（部分的照明）の点消灯及び照明パターンのプログラム

変更を実施すること。 

ウ 熱源機冷暖房の切替え、空調機及びファンコイル温度の設定及び変更を実

施すること。 

エ チラー・空調機・ＦＣＵ・全熱交換器・蓄熱槽等の熱源機器に関し、月別

ごとの運転プログラムに基づき管理し、設定データの確認及び入力を実施す

ること。 

オ 中央制御装置等の各種設定値(季節プログラム)の変更の入力を実施するこ

と（変更等は甲の指示により実施すること。）。  

カ 有線放送・ＢＧＭ・ラジオ放送の操作を甲の指示により実施すること。 

(４) 設備の点検、運転､測定等 

ア 中央制御装置等、また、これに連結している機器、総合監視盤機器、水道、

ガス、昇降機、電灯等を適宜に巡視し、点検すること。 

イ 衛生器具、配管及びダクト保温材等を定期的に巡視点検すること。 

ウ 受変電設備点検を実施すること。（月１回）。 

エ 非常用自家発電機の起動・点検を行うこと（月１回）。 

オ 西棟非常用自家発電機の起動・点検を行うこと（月１回）。 

   カ 空調機､空調ポンプ､送排風機の運転状況の点検を行うこと (月１回)。  

キ 巡視又は点検により異常を発見したときは、直ちに財産・車両課長へ報告

すること。 

ク 地階捕虫灯(３か所)点検及び捕虫紙交換を適時実施すること。 

ケ 地階消火水槽水位調整を適時実施すること。 

コ トイレエアータオル点検及び殺菌灯の交換（１、２、６、７階）を実施す

ること。 

サ 甲の指示に従い、設備運転の調整をおこなうこと。 

   シ 庁舎内の保守点検業務を別添業務仕様書（１から16まで）に基づき、実施

すること。 

   ス 甲は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するに当たり、    

電気主任技術者として選任する者の意見を尊重すること。 

セ 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、電気主任技術者

として選任する者がその保安のためにする指示に従うこと。 

ソ 電気主任技術者として選任される者は、自家用電気工作物の工事、維持及
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び運用に関する保安監督の職務を誠実に実施すること。 

タ 指定の防錆剤（全東水製ＣＨ-171 20㎏×８／年程度）を購入し、水蓄熱

槽の水質維持のために適量を投入すること。 

チ 酸素硫化水素濃度計及び残留塩素濃度計の校正を年１回行うこと。 

(５) 記録、連絡等 

ア 定時等の作業、日常巡視点検等の状況を所定の業務日誌に記録すること。 

イ 空調機、ポンプ、送排風機等の定期巡視点検の状況を記録すること(月１

回）。 

ウ 厨房・喫茶・自販機等テナントの使用する電気・上下水道・ガス等の検針

を実施し、検針値を集計して使用量を財産・車両課長に報告すること（月１

回）。 

エ 上水道、電気、ガス等の取引計器計測値を業務日誌及び月報として集計し、

使用量を財産・車両課長に報告すること。また、月間のエネルギーの使用量

が前月比で著しく増加した場合及び前年度同月比でエネルギー使用量が著

しく増加した場合は、その原因と対応方策について提案又は検討し、改善

に努めること。 

オ ビル衛生管理法に基づく水質測定、記録をすること（残留塩素 週１回、

味覚等 毎日）。 

カ 蓄熱槽冷温水水質測定を月１回実施すること（伝導度・ＰＨ）。水質基準

を満たさない場合は、財産・車両課長に報告し、必要な対応を協議すること。 

キ ランプ管球の棚卸しを月１回実施すること。 

ク 年度、月間の作業予定表の作成及び次年度の作業予定を作成すること。 

ケ 管球類の購入時期に合わせ、購入数量の拾い出しを行うこと。 

コ 前年度分の保守点検、工事、修理、契約書、日報等の整理を行うこと。 

サ 海老名環境マネジメントシステムに伴う監視・測定項目の報告を行うこと

（月１回）。 

シ 調査書類等の記入作成を行うこと（適時）。 

ス 地下水槽の点検を行うこと（清掃時及び月１回）。 

セ 庁舎内の改正フロン法の対象機器の点検を行うこと（年４回）。 

ソ 主な不具合箇所等についてマニュアル（図面）を作成し、保存すること。 

(６) 保守点検、修繕、工事、その他等 

ア 各種設備機器等の保守点検、委託作業、工事に立ち会うこと。また、休日
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に実施する保守点検等（別記２「保守点検立会い作業一覧」参照）について

も立ち会うこと。 

イ 各種機器修繕に立ち会うこと。 

ウ ランプ交換、電気工事、給排水工事、衛生器具水周り部品の交換、衛生器

具排水管及び雑排水管の詰まり処置、軽微な建物修繕等を行うこと。 

エ 消火器の詰め替えが発生する場合は、詰め替え周期・本数管理を行うこと。

オ 別記３「保守点検業務一覧」に掲げる保守点検業務については、別添仕様   

書（１から16まで）に基づき、保守点検を実施すること。 

カ 甲が指定する催事等開催時は、中央監視室にて従事すること。 

キ 人事異動等に関連する引っ越し、案内変更、電話・電源工事等の対応を実

施すること。 

ク 選挙実施時に行うレイアウト変更等の対応を実施すること。併せて、開

票日当日は中央監視室にて待機すること。 

(７) 設備装置の清掃 

ア 発電機室及び電気室を清掃すること（年１回 ）。 

イ 地下機械室及びドライエリアを清掃すること（年１回 ）。 

ウ 各階機械室・電気室及び屋上機械室を清掃すること（年１回 ）。 

(８) 緊急時の対応 

ア 火災その他の災害発生の疑いを認めたときは、直ちに現状を確認すること。 

イ 火災その他の災害を確認したときは、緊急放送、関係者への通知等必要な

措置をとること。 

ウ 業務時間外で警備業務員から設備の異常警報連絡があったときは、出勤し

て点検を行うこと。また、必要に応じ財産・車両課長へ通報すること。 

エ 電気設備の警報緊急時、高圧受電盤遮断器を開放すること。 

オ 緊急事態の発生、または発生する可能性がある場合に備え、「緊急時対応

マニュアル」を作成し､これに基づき対応すること。 

カ 災害等発生時には速やかに本庁舎に急行し、各設備運転業務及び付随的

事項を甲の指示により実施すること。 

 
５ 業務実施上の注意事項 

(１) 業務の実施に当たり、負傷、事故又は災害を起こさないよう十分な注意を払

うこと。 
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(２) 業務実施中に故障又は破損等によりその機能を果たさない場合は、直ちに財

産・車両課長に報告し指示を受けること。 

(３) 業務を実施するに当たり、適正な器具等を使用して作業すること。 

(４) 設備業務員は、日常管理業務及び法令その他の規定に基づく日誌等に必要事

項を記録し、財産・車両課長の検印を受けること。 

(５) 設備業務員は、業務終了後、確実に安全を確認して退務すること。 

 (６) 甲の環境方針に基づく業務をすること。 

 (７) 運転・操作は、マニュアル運用管理の空調機等運転管理手順書に基づき諸設

備の点検を行い､常に諸設備が円滑に運用できるよう最善の努力をし、事故の

未然防止を図るとともに電力を削減し、経費等の削減を図ること。 

 (８) 点検業務の立会い等は、仕様書及び運用管理一覧に記載された手順書に沿っ

て行うこと。 

 (９) 修理及びランプ交換等の廃棄物は、廃棄が完了するまで適正に管理をするこ

と。 

 
６ その他 

(１) 甲が実施する消防訓練に参加すること。 

(２) 業務マニュアル（手順書）を作成し、各業務との連携を図ること。 

(３) ＩＣＴ等デジタル技術を活用し、業務の効率化や業務品質の向上に努めるこ

と。 
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別記１ 

 

中央監視盤運転管理書 

 

中央制御装置等設備については、次のとおり。 

 

１ 中央制御装置の構成 

(１) 中央制御装置  

(２) カラーディスプレー 

(３) 操作卓  

(４) ロギングジプリンター 

(５) インターホン（保守用、夜間受付用） 

(６) 各階端末伝送装置  

 

２ 総合監視盤設備  

(１) 防災設備複合盤 

(２) 非常放送アンプ装置 

(３) みんなのトイレ表示盤 

(４) 親時計装置 

(５) 誘導灯信号装置 

(６) インターホン（保守用、夜間受付用） 

(７) インターホン（エレベーター用） 

(８) リモコントータルパターンスイッチ 

(９) 地下１階部南北侵入センサー 

(10) 401会議室（４階）、議場（６階）、７階会議室系統集中リモコン 
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別記２ 

 

保守点検立会い作業一覧 

 
１ 空冷式ヒートポンプチラーユニット等保守点検業務 

２ 無停電電源装置保守点検業務 

３ 空調用ポンプ及び送排風機保守点検業務 

４ エレベーター保守点検業務 

５ 空気調和器等保守点検業務 

６ 空調設備用自動制御機器保守点検業務 

７ 自動扉保守点検業務 

８ 特定建築物環境衛生管理委託（汚水槽・雑排水槽）業務 

 
備考 

  １ 甲が保守契約を締結している業務の一覧 

  ２ 開庁日での作業に支障がある場合は、閉庁日に実施すること。 
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別記３ 

 

保守点検業務一覧 

 
１ 非常用自家発電機保守点検業務 

２ 消防用設備保守点検業務（第１種） 

３ 消防用設備保守点検業務（第２種） 

４ 特定建築物環境衛生管理業務（飲料水等の水質検査業務） 

５ 製氷機及び電気温水器等保守点検業務 

６ パッケージエアコン保守点検等 

７ 直流電源装置保守点検業務 

８ 電気時計･緊急呼出表示器等保守点検 

９ 特定建築物環境衛生管理業務（害虫駆除） 

10 ファンコイルユニット等保守点検業務 

11 トイレ用殺菌脱臭装置保守点検業務 

12 本庁舎電気工作物の細密点検業務 

13 水蓄熱槽水質管理業務 

14 特定建築物環境衛生管理業務（空気環境測定） 

15 特定建築物環境衛生管理業務（貯水槽清掃） 

16 改正フロン法に基づく対象機器点検業務 

17 施設法定検査 

備考 

  １ 甲が乙に保守契約を委託する業務一覧（業務内容は別添業務仕様書（１から

16まで）を参照） 

２ 開庁日での作業に支障がある場合は、閉庁日に実施すること。 
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１ 非常用自家発電機保守点検業務仕様書 

 

１ 点検設備機器 

(１) 非常用自家発電設備（６ＬＡＡＬ－ＤＴ） 

(２) 発電機 ３００ＫＶＡ ２００Ｖ ５０Ｈｚ（明電舎） 

(３) 内燃機関 立型単動水冷４サイクル６気筒ディーゼル機関（ヤンマー）、

３６０ＰＳ、１５００rpm 、茶灯油 

(４) 始動方式 電気セル式（鉛蓄電池ＨＳ－３００Ｅ１２個） 

(５) 自立起動制御盤（明電舎）、冷却水補助槽、燃料タンク（９９０㍑）等 

 

２ 点検場所 本庁舎発電機室 

 

３ 点検回数 年２回（機器（機能）点検９月、機器（外観）･総合点検・３月） 

  

４ 点検仕様 

(１) 点検の方法は次のとおりとする（別添「自家発電設備点検基準」を参照）。 

ア 点検は、消防設備の点検、設備士資格者で自家発電機専門技術者の資格

を有する者が実施すること。 

イ 作動点検とは、非常電源の正常な作動を基準に従い確認すること。 

ウ 機器点検とは、機器の適正な配置、損傷等の有無、その他主として外観 

から判別できる事項を基準に従い確認すること。また、機器の機能につい 

て外観から又は簡易な操作により判別できる事項を基準に従い確認するこ 

と。ただし、始動用蓄電池は仕様に基づく作業点検をすること。 

エ 総合点検とは、消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は当該

消防用設備等の総合機能を基準に従い確認すること。また、内燃機関、保

安装置等についても仕様に基づく点検整備をすること。 

(２) 点検結果の報告は消防用設備等点検結果報告書に告示で定められている点

検票（別記様式第24、第25、第25の２）及び蓄電池計測記録を添付すること。 

(３) 内燃機関の点検、報告書を提出すること。 

 

５ その他 

(１) 甲の環境方針に基づいた保守点検を行うこと。 
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(２) 特定業務研修(消防法の遵守・茶灯油の取扱）に基づく社内教育研修実施報

告書を提出すること。 

(３) 非常用自家発電機設備点検時､茶灯油の取扱 

茶灯油の流出は、河川の水質汚濁をもたらすので点検時､次の点に注意する

こと。 

ア 家発電機設備の点検基準に基づく点検を行うこと。 

イ 内燃機関点検時は、洩油に充分注意して作業を行うこと。  

ウ 茶灯油サービスタンク及び発電機燃料系統配管の外観目視点検を行うこ

と。 

(４) 技能研修（特定業務研修） 

ア 消防法における消防設備士、点検資格者の技能研修（法定講習）を受講

し（５年に１回講習）、講習の写しを提出すること。 

イ 技能研修を実施すること（教育実施研修報告書を提出すること。）。 

(５) 施設管理上必要となる車両については、環境に配慮した車両を利用するよう

努めること（例：電気自動車、ハイブリッドカー、低排出ガス車等の使用等）。 

(６) 環境に影響を及ぼすような紙・物品等の使用を避け、代替品、リサイクル品

の使用に努めるとともに、報告書の作成等に使用する用紙類は、再生紙を利用

し、管理方法の検討を行う等、紙の使用量削減に努めること。 

(７) 甲が非常用自家発電機の燃料を購入した場合は、補充対応を行うこと。 
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別添 

 

自家発電設備点検基準 

 

１ 機器（外観）点検 

(１) 設置状況 

ア 周囲の状況、イ 区画等、ウ 水の浸透、エ 換気、オ 照明、 

カ 標識 

(２) 表示 

ア 自家発電装置、イ 原動機、ウ 発電機、エ 制御装置 

(３) 発信機 

ア 周囲の状況、イ 外形、ウ 電源表示灯、エ 開閉器及び遮断器 

(４) 計器類 

(５) 燃料タンク 

ア 外形、イ 油量、ウ 残量、エ 水混入有無（ドレン抜き）、 

オ 給水ポンプ 

(６) 冷却タンク 

ア 外形、イ 水量、ウ 内部腐食の有無、エ 給水ポンプ 

(７) 排気筒 

ア 周囲の状況、イ 外形、ウ 貫通部 

(８) 配管 

(９) 予備品等 

 

２ 機器（機能）点検 

 (１) 自家発電装置 

ア 潤滑油類、イ 冷却装置、ウ 性能、エ 手動停止装置 

(２) 始動装置 

 始動用蓄電池設備（後記「４ 始動用蓄電池点検仕様（点検毎）」の点検

を実施。） 

(３) 制御装置 

ア 開閉器及び遮断器、イ ヒューズ類、ウ 継電器、エ 表示灯 

(４) 計器類 
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(５) 結線接続 

(６) 接地 

(７) 自家発電機手動起動、運転記録 

 

３ 総合点検 

(１) 接地抵抗 

(２) 絶縁抵抗 

(３) 負荷運転 運転状況（自動起動、運転記録） 

  

４ 始動用蓄電池点検仕様（点検毎） 

(１)  告示で定められている非常電源（蓄電池設備）点検票（別記様式25）に基

づき点検すること。 

(２) 電解液不足時は、補水すること。 

(３) 蓄電池の計測、記録提出 

 （単電池電圧、電解液比重、電解液温度、浮動電圧、均等電圧） 

(４) 蓄電池外形清掃をすること。 

(５) 均等充電をすること。 

 

５ 内燃機関、保安装置及び故障プログラム点検仕様 

(１) 内燃機関（機器（機能）点検時） 

ア ノズル噴霧状況点検 

イ ノズル燃料噴射時間開始圧力測定（2台/年（6台/3年）） 

ウ 冷却水ポンプベルト点検 

エ 燃料コシ器ドレン抜き 

オ 潤滑油コシ器点検 

カ 冷却水ポンプ、過吸気ブロアー目視点検 

(２) 保安装置 

ア 重故障（機器（機能）点検時、作動値記録、連動試験及び(ウ)、(エ)、

(ク)は、年２回試験） 

 (ア) 潤滑油油圧低下（６３Ｑ） 

(イ) 冷却水温度上昇（２６Ｗ） 

(ウ) 加速度（１２） 
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(エ) 始動渋滞（４８） 

(オ) 緊急停止（５Ｅ） 

(カ) 過電圧（５９） 

(キ) 不足電圧（２７） 

(ク) 冷却水断水（６９Ｗ） 

イ 中故障（機器（機能）点検時、連動試験） 

    (ア) 過電流（５１） 

    (イ) 地絡（５１Ｇ）※接点短絡による試験 

ウ 軽故障（機器（機能）点検時、作動、連動試験及び(１)、(２)は年２回

試験） 

(ア) 燃料油油面低下（３３Ｑ） 

    (イ) 冷却水槽水位低下（３３Ｗ２Ｌ） 

    (ウ) 地下水槽水位低下（３３Ｗ１Ｌ） 

(エ) 地下水槽水位上昇（３３Ｗ１Ｈ） 

エ 自動タイムスケジュールの測定等（総合点検時。ただし、(ウ)のみ機器

（機能）点検時に実施） 

(ア) 停電～投入 

(イ) 復電～停止～機関停止～ソレノイド解放 

(ウ) 無負荷運転（手動起動時間測定等）記録 

(エ) 実負荷運転（１時間）記録 
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２ 消防用設備保守点検業務（第１種）仕様書 

 

１ 点検作業日 

  消火器の点検は平日に行うものとし、その他の点検は休日又は市の指定日に実施

するものとする。 

 

２ 点検項目 

(１) 機器点検 

(２) 総合点検 

(３) 耐圧試験 

(４) ５年超過の消火器10型44本のうち年20％以上を交換、５本撤去作業 

   （令和３年度製16本・令和４年度製28本） 

【参考交換本数】（令和８年度）令和３年度製３本交換、５本撤去 

（令和９年度）令和３年度製３本・令和４年度製６本交換 

（令和10年度）令和３年度製３本・令和４年度製６本交換 

 

３ 作業者 

  作業者全員が消防設備士又は消防設備点検有資格者免状の有資格であること（作

業前には、資格証の写しを必ず提出すること。）。 

 

４ 作業内容 

(１) 消火器点検 

   ア 点検数量 

    (ア) 粉末消火器 10型 75本 

(イ) 粉末消火器 20型 ２本 

(ウ) 二酸化炭素消火器 ５本 

   イ 点検場所 本庁舎、西棟 

ウ 点検内容 機器点検 ２回 

   エ 点検仕様 

(ア) 点検は、消防設備点検資格者又は消防設備士の有資格者が実施する

こと。 

  



- 26 - 

 

    (イ) 点検の方法は次のとおりとする。 

ａ 消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無、その他主とし

て外観から判別できる事項を基準に従い、確認を行うこと。 

ｂ 消防用設備等の機器の機能について、外観から又は簡易な操作に

より判別できる事項を基準に従い、確認を行うこと。 

ｃ 点検の結果の報告は、消防用設備等点検結果報告書に告示で定め

られた点検票を添付すること。 

オ 消火器具の点検基準（機器点検） 

 (ア) 設置状況 

ａ 設置場所、ｂ 設置間隔、ｃ 適応性、ｄ 耐震装置 

(イ) 表示及び標識 

(ウ) 消火器 

  ａ 本体容器、ｂ 安全装置、ｃ 押し金具及びレバー等の操作装置、 

ｄ 封印、ｅ キャップ、ｆ ホース、ｇ ノズルホーン及びノズル栓、 

ｈ 指示圧力計、ｉ 保持装置 

カ 消火器具の点検基準（機能点検） 

(ア) 本体容器及び内筒等 

ａ 本体容器、ｂ 内筒及びアンプル等、ｃ 液面表示 

(イ) 消火薬剤 

ａ 性状、ｂ 消火剤薬量 

    (ウ) 加圧用ガス容器 

    (エ) カッター及び押し金具 

    (オ) ホース 

    (カ) 封板及びパッキン 

      ａ 粉上り防止用封板、ｂ パッキン 

    (キ) サイホン管及びガス導入管 

    (ク) ろ過網 

    (ケ) ピストン及びシリンダー 

    (コ) 放射能力 
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(２) 屋内消火栓設備等 

  ア 点検設備 

(ア) 屋内消火栓（消火栓機工株式会社） 

機器部品名 数量 備考 

ポンプ・モーター １台 日立消火ポンプユニット18.5Ｋｗ 

ポンプ起動盤  １面 日立消火ポンプユニット 

屋内消火栓 39基 消火栓弁40Ａ 

起動用スイッチ 41個  

標識灯 41個  

電鈴 41個  

呼水槽 １台 500㎥ 

 

(イ) ハロンガス消火設備（宮田工業株式会社） 

機器部品名 数量 備考 

ハロン130／ボンベユニット １式 50㎏×９本 

消火設備制御盤 １面 非常電源ユニット４回線20Ａｈ 

手動装置 ４台 ＤＣ24Ｖ起動用ＣＯ２ボンベ付 

噴射ヘッド 20個 ホーン型１７シーリング型３ 

手動起動装置 ４個  

警報用スピーカー ５個  

放出表示灯 11台  

 

(ウ) 連結散水設備（消火栓機工株式会社） 

機器部品名 数量 備考 

散水口 １か所 ７連式双口形埋込 

ノズル 58個  

 

  



- 28 - 

 

(エ) 連結送水設備（消火栓機工株式会社） 

機器部品名 数量 備考 

送水口 １か所 双口形送水口埋込 

屋内消火栓 ５基 消火栓弁65Ａ 

 

イ 点検内容 

 (ア) 機器点検 １回 

        (イ)  総合点検  １回 

   ウ 点検場所 本庁舎 

エ 点検仕様 

(ア) 点検は、消防設備点検資格者又は消防設備士の有資格者が実施する

こと。 

(イ) 機器点検 

ａ 消防用設備等に附置される非常電源（自家発電設備に限る）又は

動力用消防ポンプの正常な作動を確認すること。 

ｂ 機器の適正な配置、損傷等の有無、その他主として外観から判別

できる事項を基準に従い、確認すること。 

ｃ 機器の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる

事項を基準に従い、確認すること。 

(ウ) 総合点検とは、消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は

消防用設備等を使用し、消防設備等の総合機能を定める基準に従い、

確認すること。 

(エ) 点検の結果の報告は、消防用設備等点検結果報告書に告示で定める

点検票を添付すること。 

(３) ハロゲン化物消火設備の点検基準 

ア 機器点検 

(ア) 消火薬剤貯蔵容器（容器弁等、容器弁開放装置、連結管及び集合管） 

ａ 外形、ｂ 設置状況、ｃ 表示及び標識 

(イ) 起動用ガス容器 

ａ 外形、ｂ 標識 

(ウ) 選択弁 

    ａ 本体（外形、表示）、ｂ 開放装置 
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(エ) 起動装置 

手動式起動装置（周囲の状況、外形、電源表示灯） 

(オ) 警報装置 

(カ) 制御装置 

ａ 制御盤（周囲の状況、外形）、ｂ 電圧計、 

ｃ 開閉器及びスイッチ類、ｄ 表示、ｅ 予備品等 

    (キ) 配管 

    (ク) 放出表示灯 

(ケ) 噴射ヘッド 

ａ 外形、ｂ 放射障害 

(コ) 防護区画 

ａ 区画変更、ｂ 開口部の自動閉鎖装置 

(サ) 非常電源 

ａ 外形、ｂ 表示 

イ 機器点検 

(ア) 消火薬剤貯蔵容器等 

ａ 消火薬剤量、ｂ 容器弁開放装置 

    (イ) 起動用ガス容器等 

ａ ガス量 ｂ 容器弁開放装置 

    (ウ) 選択弁 

ａ 本体、ｂ 開放装置（電気式の選択弁開放装置） 

    (エ) 起動装置 

手動式起動装置（操作箱、警報用スイッチ、押ボタン表示灯） 

(オ) 警報装置 

ａ 音響警報、ｂ 音声警報 

    (カ) 制御装置 

ａ 開閉器及びスイッチ類、ｂ 遅延装置、ｃ 継電器、 

ｄ ヒューズ類、ｅ 表示灯、ｆ 結線接続、ｇ 接地 

(キ) 放出表示灯 

(ク) 防護区画 

(ケ) 非常電源 

ａ 端子電圧、ｂ 切替装置、ｃ 充電装置、ｄ 結線接続 
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ウ 総合点検 

     局所放出テストは、試験用ガスによる放出で、電算機、変電所等、放出に

影響のないガスを使用すること。 

(４) 屋内消火栓設備の点検基準 

ア 機器点検 

(ア) 水源 

ａ 貯水槽、ｂ 水量 

(イ) 電動機の制御装置 

ａ 制御盤、ｂ 電圧計、ｃ 開閉器及びスイッチ類、ｄ 表示、 

ｅ 予備品類 

(ウ) 起動装置 

起動操作部 

(エ) 加圧送水装置 

    (オ) 呼水装置 

ａ 呼水槽、ｂ バルブ類 

(カ) 配管 

(キ) 消火栓箱等 

ａ 消火栓箱、ｂ ホース及びノズル、ｃ 消火栓開閉弁、 

ｄ 表示灯 

イ 機器点検 

(ア) 水源 

ａ 水状、ｂ 給水装置、ｃ バルブ類 

(イ) 電動機の制御装置 

ａ 開閉器及びスイッチ類、ｂ ヒューズ類、ｃ 継電器、 

ｄ 表示灯、ｅ 結線接続、ｆ 接地 

    (ウ) 起動装置 

ａ 起動操作部、ｂ 起動用水圧開閉装置 

    (エ) 加圧送水装置 

       ポンプ方式（電動機、ポンプ） 

(オ) 呼水装置 

ａ バルブ類、ｂ 自動給水装置、ｃ 減水警報装置 
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(カ) 配管 

ａ バルブ類、ｂ 逃し配管 

    (キ) 消火栓箱等 

ａ ホース及びノズル、ｂ 消火栓開閉弁 

   ウ 総合点検 

(ア) ポンプ方式 

ａ 起動性能等、ｂ 放水圧力、ｃ 放水量 

(５) 連結散水設備の点検基準 

   ア 機器点検 

    (ア) 送水口 

      ａ 周囲の状況、ｂ 外形 

(イ) 選択弁 

ａ 周囲の状況、ｂ 外形 

(ウ) 一斉開放弁 

(エ) 配管 

(オ) 散水ヘッド 

      ａ 外形、ｂ 散水分布障害、ｃ 未警戒部分 

(６) 連結送水設備の点検基準 

   ア 機器点検 

    (ア) 送水口 

ａ 周囲の状況、ｂ 外形 

(イ) 放水用器具格納箱等 

      ａ 放水用器具格納箱（周囲の状況、外形）、 

ｂ ホース及びノズル、ｃ 放水口（周囲の状況、外形） 

(７) 耐圧試験（令和９年度連結送水口のみ実施） 

 対象機器 連結送水口耐圧試験 １系統 

※連結送水耐圧試験は安全を確認後行うこと。併せて、作業終了までカラ

ーコーン等で養生を行うこと。また、作業報告書及び作業写真（作業前、

作業中、作業後）を提出すること。 

 

(８) その他 

   甲の環境方針に基づいた保守点検を行うこと。 
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３ 消防用設備保守点検業務（第２種）仕様書 

 

１ 点検対象設備 

(１) 自動火災報知設備 

(２) 防火・排煙設備 

(３) 誘導灯設備 

(４) 非常放送設備 

 

２ 業務回数 

(１) 機器点検 年１回 

(２) 機器･総合点検 年１回 

 

３ 点検月 

(１) 非常用放送設備（７月及び１月） 

(２) 自動火災報知設備、防火・排煙設備、誘導灯設備（７月及び１月） 

 

４ 作業者 

作業者全員が消防設備士又は消防設備点検有資格者免状の有資格であること。

（作業前には、資格証の写しを必ず提出すること。） 

 

５ 点検票 

２部提出すること（作業者の点検資格者証の写しを添付すること。）。 

 

６ 点検内容等 

(１) 自動火災報知設備等 

ア 点検設備及び数量 

自動火災報知設備（能美防災製） 

設備内容 数量 備考 

 受信機Ｐ型１級60回線  １台 《複合盤》 

 煙感知器  266個  

 差動式スポット型感知器  114個  
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 定温式スポット型感知器   44個  

 分離型感知器    ４組  

 発信機  41個  

 電鈴  51個  

 表示灯 41個  

 消火栓連動起動装置 １式  

 副受信機 ２台 《表示器盤》 

 

(２) 誘導灯設備145灯 

ア ７月点検時、非常口及び避難誘導灯点検 

   イ １月点検時、通路誘導灯点検 

(３) 防火・排煙設備（能美防災製） 

   ア 点検設備及び数量 

設備内容 数量 備考 

防火ダンパー  44か所 （復帰・電動式） 

防火戸シャッター  25か所 （復帰・手動式） 

防火扉  26か所  

垂れ壁   ２か所 （復帰・電動式） 

煙感知器  48か所  

排煙口   ２か所  

排煙機 １台  

連動操作盤（70回線） 1面  

 

イ 点検内容 

    (ア) 機器点検 １回 

(イ) 機器・総合点検 １回 

ウ 点検仕様 

    (ア) 点検は、消防設備点検資格者、消防設備士資格を有する者が行うこと。 

(イ) 機器点検１は、機器の適正な配置、損傷等の有無、その他主として

外観から判断できる事項を基準に従い確認を行うものとする。 
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(ウ) 機器点検２は、機器の機能について外観から又は簡易な操作により

判別できる事項を基準に従い確認を行うものとする。 

(エ) 総合点検は、消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は当

該消防用設備等の総合機能を基準に従い確認を行うものとする。 

エ 点検の結果の報告は、消防用設備等点検結果報告書に告示で定める点検

票を添付するものとする。 

オ 防火シャッター・防火扉に関しては建築基準法に定める点検を行うもの

とする。 

 

(４) 自動火災報知設備の点検基準 

ア 機器点検１ 

(ア) 非常電源 

ａ 外形、ｂ 表示 

(イ) 受信機 

ａ 周囲の状況、ｂ 外形、ｃ 警戒区域の表示、ｄ 電圧計、 

ｅ スイッチ類、ｆ 表示、ｇ 予備品等 

(ウ) 感知器 

ａ 外形、ｂ 警戒区域 

(エ) 発信機 

ａ 周囲の状況、ｂ 外形 

    (オ) 標識 

ａ 標識板（外形、常夜灯）、ｂ 表示灯 

(カ) 音響装置 

ａ 外形、ｂ 取付状態 

イ 機器点検２ 

(ア) 非常電源 

ａ 端子電圧、ｂ 切替装置、ｃ 充電装置、ｄ 結線接続 

(イ) 受信機 

ａ スイッチ類、ｂ ヒューズ類、ｃ 継電器、ｄ 表示灯、 

ｅ 通話装置、ｆ 結線接続、ｇ 接地、ｈ 火災表示、 

ｉ 回路導通 
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(ウ) 感知器 

      ａ スポット型（加温）、ｂ イオン化式及び光電式（加煙） 

    (エ) 発信機 

起動 

    (オ) 音響装置 

      ａ 音量等、ｂ 鳴動方式 

ウ 総合点検 

    (ア) 煙感知器の感度試験 

       感度試験後、感知器取付け作動確認を行うこと。 

(イ) 地区音響装置の音量 

(ウ) 総合作動 

(５) 防火排煙設備の点検基準 

ア 機器点検１ 

(ア) 防火ダンパー 

ａ 外形、ｂ 表示 

(イ) 防火シャッター 

ａ 外形、ｂ 表示 

(ウ) 防火扉 

ａ 外形、ｂ 表示 

(エ) 垂れ壁 

ａ 外形、ｂ 表示 

(オ) 排煙口 

ａ 外形、ｂ 表示 

(カ) 感知器 

ａ 外形、ｂ 警戒区域 

(キ) 排煙機 

外形 

イ 機器点検２ 

(ア) 防火ダンパー 

      ａ 作動、ｂ 閉鎖状態 

(イ) 防火シャッター 

      ａ 作動、ｂ 閉鎖 
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(ウ) 防火扉 

      ａ 作動、ｂ 閉鎖 

(エ) 垂れ壁 

ａ 作動、ｂ 閉鎖 

(オ) 排煙口 

ａ 作動、ｂ 開放状態 

(カ) 排煙機 

      ａ 電動機回転部・軸受部・本体、ｂ 回転羽根の回転部・軸受 

(キ) 感知器 

作動 

ウ 総合点検  

(ア) 煙感知器の感度試験 

感度試験後、感知器取付け作動確認を行うこと。 

(イ) 総合作動 

(６) 誘導灯及び誘導標識の点検基準 

ア 機器点検１ 

(ア) 誘導灯 

ａ 非常電源（外形、表示）、 

ｂ 外箱及び表示面（外形、視認障害、表示）、ｃ 光源 

(イ) 誘導標識 

ａ 外形、ｂ 視認障害、ｃ 採光 

イ 機器点検２ 

(ア) 光源 

(イ) 点検スイッチ 

    (ウ) ヒューズ類 

    (エ) 結線接続 

    (オ) 非常電源 

ウ 総合点検 

   (ア) 絶縁抵抗 

    (イ) 耐熱保護 

    (ウ) 専門回路 

    (エ) 開閉機及び遮断器 
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(７) 非常用拡声放送設備（日本ビクター製） 

   ア 点検場所 本庁舎 

イ 点検設備及び数量 

品名 数量 適用 

非常業務兼用放送架

(２架) 

 １式 電力増幅器､モニター､プレーヤー､ミ

キサー等 

遠隔操作器  ４台 非常業務兼用(2)業務用(2) 

スピーカー  311台 天井埋込､直付､壁掛型等 

卓上型アンプ  １台  

音量調整器  95個  

その他リレー等  14個  

 

ウ 点検内容 

(ア) 機器点検 １回 

    (イ) 機器・総合点検 １回 

エ 点検仕様 

  点検の方法は次のとおりとする。 

(ア) 点検は、消防設備点検資格者、消防設備士の資格を有する者が行う

こと。 

(イ) 機器点検１とは、機器の適正な配置、損傷等の有無、その他主とし

て外観から判別できる事項を基準に従い、確認すること。 

(ウ) 機器点検２とは、機器の機能について、外観から又は簡易な操作に

より判別できる事項を基準に従い、確認すること。 

(エ) 総合点検とは、消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は

当該消防用設備等の総合機能を基準に従い確認すること。 

オ 報告書類 

点検の結果の報告は、消防用設備等点検結果報告書に告示で定める点検

票を添付すること。 

   カ 点検基準 

    (ア) 機器点検１ 

ａ 非常電源 

       (ａ) 外形、(ｂ) 表示 
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ｂ 起動装置 

(ａ) 周囲の状況、(ｂ) 外形 

ｃ 増幅器、操作装置 

(ａ) 周囲の状況、(ｂ) 外形、(ｃ) 電圧計、(ｄ) スイッチ類、

(ｅ) 保護板、(ｆ) 表示、(ｇ) 予備品 

      ｄ スピーカー 

       (ａ) 外形、(ｂ) 取付け状態 

      ｅ 表示灯 

(イ) 機器点検２ 

      ａ 非常電源 

(ａ) 端子電圧、(ｂ) 切替装置、(ｃ) 充電装置、 

(ｄ) 結線接続 

      ｂ 起動装置 

       (ａ）押ボタン等、(ｂ) 非常電話 

      ｃ 増幅器、操作装置 

(ａ) スイッチ類、(ｂ) ヒューズ類、(ｃ) 継電器、 

(ｄ) 計器類、(ｅ) 表示灯、(ｆ) 結線接続、(ｇ) 接地、 

(ｈ) 回路選択、(ｉ) 火災音信号 

      ｄ スピーカー 

       (ａ) 音量等、(ｂ) 鳴動方式、(ｃ) 音量調整器 

(ウ) 総合点検 

      ａ 音響装置及びスピーカーの音量 

ｂ 総合作動 

(８) その他 

甲の環境方針に基づいた保守点検を行うこと。 
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４ 特定建築物環境衛生管理業務（飲料水等の水質検査業務） 

 

Ⅰ 水質検査Ⅰ 

    建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく水道水の分析を行う。 

 

１ 業務項目 

  飲料水27項目検査及び10項目検査  

２ 分析数量 １か所 

３ 採水場所 本庁舎地下湯沸室 

４ 分析回数 年２回 

９月実施（28項目）、３月実施（11項目） 

５ 分析項目 28項目 

(１) 一般細菌 

(２) 大腸細菌 

(３) 鉛及びその化合物 

(４) 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒 

(５) 亜鉛及びその化合物 

(６) 鉄及びその化合物 

(７) 銅及びその化合物 

(８) 塩化物イオン 

  (９) 蒸発残留物 

 (10) 有機物 

 (11) ＰＨ 

 (12) 味 

 (13) 臭気 

 (14) 色度 

 (15) 濁度 

 (16) シアン化物イオン及び塩化シアン 

 (17) クロロ酢酸 

(18) クロロホルム 

(19) ジクロロ酢酸 

(20) ジブロモクロロメタン 



- 40 - 

 

(21) 臭素酸 

(22) 総トリハロメタン 

(23) トリクロロ酢酸 

(24) ブロモジクロロメタン  

 (25) ブロモホルム 

 (26) ホルムアルデヒト 

 (27) 塩素酸 

(28) 亜硝酸態窒 

 

６ 分析項目 11項目 

 (１) 一般細菌 

 (２) 大腸細菌 

 (３) 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒 

(４) 塩化物イオン 

(５) 有機物 

(６) ＰＨ 

(７) 味 

(８) 臭気 

(９) 色度 

(10) 濁度  

(11) 亜硝酸態窒 

 

７ 報告書 

 分析報告書を２部提出 

 

８ その他 

 建築物飲料水水質検査業登録証明書を提出（報告書に添付）                           
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Ⅱ 水質検査Ⅱ 

 

１ 業務項目 

 厨房排水水質検査 

 

２ 分析数量 １か所 

 

３ 採水場所 本庁舎屋外排水升 

                                 

４ 分析回数 年２回 

６月、１２月に実施 

 

５ 分析項目 

(１) 水素イオン濃度（ｐＨ） 

(２) 浮遊物質量（ＳＳ） 

(３) 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） 

(４) 化学的酸素要求量（ＣＯＤ） 

(５) ｎ－ヘキサン抽出物質含有量 

 

６ 報告書 

 分析報告書を２部提出 

 

 

  



- 42 - 

 

５ 製氷機及び電気温水器等保守点検業務 

 

１ 製氷機 

(１) 保守点検対象機器（ホシザキ製） 

ＩＭ－２０ＣＬ （１階）    １台 

ＩＭ－２５Ｌ－１（２階～６階） ５台 

ＩＭ-５５Ｍ－２－ＳＡ（喫茶店）   １台 

(２) 点検回数 年２回 

(３) 点検場所 本庁舎各階湯沸室、喫茶厨房室 

(４) 点検項目 

ア 電源、電圧回路の点検（漏電ブレーカー） 

イ 凝縮機フィルター清掃 

ウ 製氷水タンクと水回路の分解清掃と点検 

エ 散水パイプ清掃 

オ 冷蔵庫内及び庫外清掃 

カ 製氷状態の確認と点検 

 

２ 湯沸器 

(１) 点検対象機器（日本イトミック製） 

ア 湯茶用電気温水器 

ＥＴＲ－２０ＢＪ（１階×２台・Ｂ１階） ３台 

ＥＴＲ－４５ＮＢ（２階・３階・４階）     ２台 

ＥＴ－４０ＮＢ（５階～７階）      ４台 

   イ シンク用電気温水器 

ＥＳ－３０Ｎ（Ｂ１階、１階西側、２～４階、６～７階）  ７台 

ＥＳ－３０Ｎ３Ｂ（１階東側、５階）           ２台 

 

   ウ シャワー用電気温水器（Ｂ１階） 

ＥＳ－２００ＲＢ    ２台 

    エ 電気瞬間湯沸器 

ＥＩ－１０Ｎ（喫茶店） １台 

(２) 保守点検回数 
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  ア 湯茶用電気温水器 年２回 

イ シンク・シャワー用電気温水器 年１回 

      ウ 喫茶店用電気瞬間湯沸器 年２回 

(３) 保守点検場所 本庁舎湯沸室、喫茶店厨房室等 

(４) 点検項目 

   ア 電圧の測定 

   イ 電流の測定 

   ウ ヒーター絶縁抵抗測定 

   エ コード及び、プラグの点検 

オ サーモスタットの作動点検 

   カ 漏水全般についての点検 

   キ 自動給水器の作動点検（湯沸器のみ） 

   ク 湯槽内部清掃（湯沸器のみ） 

   ケ ヒーター引抜き清掃（温水器のみ） 

   コ 減圧弁・逃し弁の作動点検（温水器のみ） 

   サ 各消耗パッキン等交換 

   シ 擬似電極の交換（シャワー温水器のみ） 

   ス 湯茶用湯電気温水器本体外部清掃 

   セ ドレン配管の清掃（湯沸器のみ） 

   ソ 湯茶用電気温水器給湯栓点検（不良品交換） 

   タ ストレーナーの清掃（電気瞬間湯沸器） 

チ フロースイッチの作動点検（電気瞬間湯沸器） 

   ツ 作業写真の提出 

 

３ その他 

(１) 点検及び修理作業に際しては、それが円滑にかつ遅滞なく完了するように

作業配慮をすること。 

(２) 修理依頼時は、乙の技術員を早急に派遣し修理をすること。 

(３) 甲の環境方針に基づいた保守点検を行うこと。 
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６ パッケージエアコン保守点検等業務 

 

１ 保守対象機器 

 (１) 天井埋め込みカセット型インバーターエアコン（ダイキン工業製） 

室内機 ＦＨＹＣＰ１１２Ｋ、１４０Ｋ ９台 

 室外機 ＲＺＹＰ １１２Ｋ、１４０Ｋ ３台 

ＲＺＹＰ ２２４Ｋ      ３台 

(２) 壁掛け型ルームエアコン 

室内機 ＦＡＰ４５Ａ         ２台 

室外機 ＲＺＹＰ４５ＡＡＶ      ２台 

 

２ 保守点検回数 

年２回（５月及び１１月） 

 

３ 設置場所         

西棟１階事務所 

本庁舎自動交付機室、放送室、電話交換室、印刷室 

 

４ 定期保守点検作業（天井吊り下げ式） 

 (１) 点検項目（室外機） 

ア 圧力測定 

イ 温度測定 

ウ 電流、電圧の測定および電気関係絶縁測定 

エ 冷媒洩れ、油洩れの有無チェック 

オ 運転音、振動等のチェック 

カ 保護装置の作動および外観点検 

キ 運転状態の良否判定 

ク 各部ネジ類の増し締め 

ケ 錆発生ネジ、ビス類の交換及び錆発生ケーシングのタッチペイント 

コ 熱交換器の汚れおよび腐食度合いの点検 

サ 点検表の作成 
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(２) 点検項目（室内機） 

ア 吸い込み、吹き出し空気温度の測定 

イ 水漏れのチェック 

ウ 運転音、振動等のチェック 

エ エアフィルターの清掃 

オ 運転確認 

カ 点検表の作成 

 

５ 定期保守点検作業（ルームエアコン）の点検項目 

(１) 温度測定 

(２) 電流、電圧の測定および電気関係絶縁測定 

(３) 冷媒洩れ、油洩れの有無チェック 

(４) 運転音、振動等のチェック 

(５) 運転状態の良否判定 

(６) 各部ネジ類の増し締め 

(７) 錆発生ネジ、ビス類の交換および錆発生ケーシングのタッチペイント 

(８) 熱交換器の汚れおよび腐食度合いの点検 

(９) 室内機フィルター清掃 

(10) 点検表の作成  

 

６ その他 

(１) 点検作業者は、有資格者(高圧ガス作業責任者)とすること。 

(２) 故障要請時は、即日対応で点検すること。 

(３) フロンガス回収破壊法を遵守し、フロンガスの大気放出、漏出の作業管理

を行うこと。 

(４) 甲の環境方針に基づいた保守点検を行うこと。 
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７ 直流電源装置保守点検業務 

 

１ 対象設備 

直流電源装置設備（型式ＡＯ－３２－１２４－５０Ｄ－ＨＳ：新神戸電機） 

充電装置一式 

鉛電池ＭＳＥ３００×５４セル 

 

２ 点検場所 本庁舎電気室 

 

３ 点検回数 年２回 

機器点検 １回 

機器・総合・設備点検 １回 

 

４ 点検仕様 

(１) 点検の方法は次のとおりとする。 

  ア 点検は、消防設備の点検、設備士資格者で蓄電池整備資格を有する者が行う

こと。 

イ 機器点検とは、機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から

判別できる事項を基準に従い確認する。また機器の機能について外観から又

は簡易な操作により判別できる事項を基準に従い、確認すること。 

ウ 総合点検とは、消防用設備等がある場合、その全部若しくは一部を作動さ

せ、又は当該消防用設備等の総合機能を基準に従い、確認すること。 

エ 点検は別紙「蓄電池設備点検基準」に基づき行うこと。 

 (２) 点検結果の報告は直流電源装置点検報告書（消防庁告示様式）に消防用設備

等点検結果報告書、蓄電池の計測記録を添えて提出すること。 

 

５ その他 

甲の環境方針に基づいた保守点検を行うこと。 
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別紙 

 

蓄電池設備点検基準 

 

１ 外観点検 

(１) 設置状況 

  ア 周囲の状況、イ 区画等、ウ 水の浸透、エ 換気、オ 照明、 

カ 標識 

(２) 蓄電池 

ア 外形、イ 電解液、ウ 表示 

(３) 充電装置 

ア 外形、イ 開閉器及び遮断器、ウ 表示 

 (４) 予備品等 

 

２ 機能点検 

(１) 蓄電池 

ア 統電圧、イ セル電圧、ウ 負荷容量 

エ 結線接続 

(２) 充電装置 

ア 交流入力電圧、イ トリクル充電電圧及び浮動充電電圧 

ウ 出力電流、エ 負過電圧、オ 負荷電流、 

カ 自動充電切替、キ 接地 

 

３ 総合点検 

(１) 接地抵抗計 

(２) 絶縁抵抗 

(３) 容量 

(４) 結線接続 

 (５) 切替装置 

(６) 電圧計 

(７) 警報動作 

(８) 電圧調整範囲 
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 (９) 負過電圧補償装置 

 

４ その他（機能点検時） 

(１) 蓄電池の計測、記録を提出すること。 

 （単電池電圧、電解液比重、蓄電池表面温度、浮動電圧） 

(２) 蓄電池外形の清掃をすること。 
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８ 電気時計・緊急呼出表示器等保守点検業務 

 

１ 点検対象機器（ティアイシーシチズン製） 

(１) 電気時計 

親時計（ＫＭ―２０ＴＲ―４Ｐ）    １台 

デジタル時計 ＣＤ－３３３Ｄ     １台(議場) 

ＤＧＴ－１２－Ｒ－Ｋ  １台(１階ＥＶホール) 

(２) 出退表示器等 

職員用（２０Ｌ）          17台 

緊急呼出表示器(市長室)       １式 

 

２ 点検場所 本庁舎 

 

３ 点検回数 

電気時計・出退表示器等 年１回 

 

４ 点検項目 

 (１) 電気時計 

ア 親時計 

(ア) 精度点検 

(イ) 信号摘出部の点検 

(ウ) 停電切り替え動作の確認 

(エ) ラジオコントロ－ル受信状態の確認 

(オ) 時報器タイマー設定時間、動作機能確認 

 （カ）電源部電圧の測定（入力、整流、電池各電圧） 

 （キ）配電盤各ＳＷ等動作機能、回線モニター点検 

 （ク）機構部の動作確認 

 （ケ）ケース内外の清掃 

   イ 子時計 

 （ア）取付け状態の点検 

 （イ）親時計との誤差確認調整 

 （ウ）ケース外面の清掃 



- 50 - 

 

(２) 出退表示器・操作器 

ア 表示装置 

    (ア) 外観機能点検 

(イ) 機器取付け状況及び接続部の点検 

(ウ) スイッチ動作 

電源スイッチ、ＬＥＤの表示灯確認（操作器） 

(エ) 機能点検(操作表示器からの表示動作) 

(オ) 蛍光灯ランプの点検 

(カ) ケース外面の清掃(時計盤を含む。) 

イ 緊急呼出表示器 

正常動作確認(市長室､副市長室) 

 

５ 臨時保守 

  定期点検以外に緊急的に保守の必要を生じたときに実施する。 

 

６ その他 

  甲の環境方針に基づいた保守点検を行うこと。 
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９ 特定建築物環境衛生管理業務（害虫駆除） 

 

１ 駆除回数 

 年２回（６月及び12月）に甲の指定日に実施する（効果判定２回含む。）。 
２ 防除対象面積 

 本庁舎、西棟 15,830㎡（汚水、雑排水槽５ヶ所、庁舎全館） 
３ 防除施行対象  ねずみ、害虫 

４ 薬剤数量 

 フェニトロチオン１０％乳剤  23㍑ 

  フェノトリン１０％      ９㍑ 

ＤＤＶＰ１８％蒸散プレート  10枚 

バイテックス発泡剤      50錠 

ワルファリン（0.1％）     30ｇ 
５ 使用薬剤 

駆除毎に次の薬剤を使用し、厚生労働省の認可のものを使用すること。 

(１) ゴキブリ 

残留噴霧 フェニトロチオン１０％乳剤 (１０倍希釈噴霧) 

フェノトリン１０% (１０倍希釈噴霧) 

(２) 蚊、チョウバエ 

蒸散処理  ＤＤＶＰ１８％蒸散プレート   
    投入処理  バイテックス発泡剤（デミリン水和剤の使用可） 

(３) ねずみ 

毒餌処理 ワルファリン(0.1%)          

残留噴霧 フェニトロチオン１０％乳剤 

６ 一般事項 

 (１) 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録者（建築物ねずみこ

ん虫防除業）であることを証する書類を業務初回時に提出すること。 
(２) 防除処理の日時については、甲乙協議のうえ定めるものとする（食堂、厨

房内の防除及び排水槽については、防除日を別の日とすることがある。）。 

(３) 防除作業日にインジケーターの状況確認をすること（29ヶ所、55ポイント、

インジケーターの汚れ、紛失のときは交換又は補充をすること。）。 
(４) 防除作業終了後、10日以内に防除の効果判定を行うこと。 
(５) 効果判定は、利用者の意見、インジケーター等を参考にして総合的に行う

こと。 

(６) ねずみ防除は侵入可能な地下機械室、配管、ダクト、調理室及び排水口を

重点とし侵入の形跡をチェックすること。 
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(７) 仕様に定められた薬剤、数量を使用して散布すること。  

 

７ 施行方法 
(１) 作業開始前の準備 
   作業施行の範囲及び対象の周囲を確認すること。 

(２) 作業 
ア 乳剤を噴霧機で残留噴霧すること（厨房、便所、機械室、西棟等床部）。 
イ 乳剤をガス式超微粒子機で空間残留噴霧すること。         

     （事務室､本庁舎内会議室、西棟会議室、議会、廊下、便所等） 

ウ 蒸散プレートを雑排水槽及び汚水槽に取付け、また、発泡錠を投入する

こと。 
     蒸散プレート取付け：西汚水槽、厨房雑排水槽：発泡錠投入 汚水雑排

水槽） 
エ ワルファリン薬剤を地下機械室及び調理室等に置くこと。   
オ 効果判定等によりゴキブリの生息が認められた場所にベート剤処理及び

喫食剤等を配置すること。 

 (３) 作業終了 
作業責任者は、作業立会人に開放するまでに要する時間及び開放後の処理

方法を教示すること。 
８ 立会い検査 
  作業は環境衛生管理技術者が立会うものとする。 
９ 作業報告 
  作業終了ごとに作業写真を添え、報告書を提出すること（作業写真は、作業前、

中、後の写真とし、フロアーごとに撮影したものとする。）。 

10 甲の環境方針に基づいた作業、また、作業従事者の業務に関する研修を行い、

報告書を提出すること。 

11 インジケーター設置場所（29か所、55ポイント）は、次のとおりとする。 
地階 湯沸室(１)、食堂用倉庫(１)、厨房(６)、食堂(３）、売店(１) 
１階 東湯沸室(３)、西湯沸室(３)、窓口サービス課(２)、介護保険課(１)、

     喫茶厨房(３) 国保医療課（１） 
２階 湯沸室(３)、国保医療課(１)、資産税課(１) 、健康推進課(１) 

    ３階  湯沸室(３)、文書法制課(１)、企画財政課(１)、秘書課(１) 、 
職員課(１) 

４階 湯沸室(３)、道路管理課（１)、都市施設公園課(１) 
５階  湯沸室(３)、文化スポーツ課(１)、環境政策課(１) 
６階  湯沸室(３)、議会事務局(１) 
７階 湯沸室(３) 
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10 ファンコイルユニット等保守点検業務 

 

１  対象機器 

 (１) ファンコイルユニット（三菱電機製） 126台 

ア 天井埋込型 

ＣＳＲＤ－２１Ｎ２  12台 

     ＣＳＲ－ＣＸ３１   １台 

     ＣＳＲＤ－４２Ｎ２  ２台 

     ＣＳＲ－ＣＸ６２   ８台 

イ 床置型 

  ＣＦＲ－２１Ｎ２   60台 

     ＣＦＲ－３１Ｎ２   21台 

     ＣＦＲ－４２Ｎ２   11台 

     ＣＦＲ－６２Ｎ２   11台 

(２) 保守点検回数    

年２回（５月及び11月） 

(３) 点検項目 

ア 正常運転の確認（運転スイッチの機能・風量） 

イ エアフィルターの交換（フィレドンフィルタPS/300）又は水洗い洗浄を

行う。洗浄後は水滴付着のない状態で取付けること（薬品使用時は水溶性

脱脂洗浄剤無公害薬品 日本エヌ・シー・エイチ ND-165を使用）。 

ウ 冷温水コイルの外部点検、吹出しダクト内清掃 

エ ドレンパン、ドレンパイプの点検、清掃、目皿フィルター交換 

オ 吹出しルーバーを取外して水拭き、操作ボックス内清掃 

   カ ファンコイル天板、側板水拭き清掃  

キ 吸込み口床清掃 

ク 送風機異音点検（シロッコファン） 

ケ 作業写真の提出 
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２  対象機器 

 (１) 全熱交換機天吊カセット型（ロスナイ）ＬＧＨ－５０ＣＳ ７台 

 (２) 設置場所 

 組合事務室、印刷室２台、当直室、運転手控え室、守衛室、中央監視室 

※当直室および守衛室は故障のため、対象外とする。 

(３) 保守点検回数 年２回（５月及び11月） 

(４) 点検項目 

ア 正常運転の確認 

イ エアフィルターの交換（フィレドンフィルタPS/300）又は水洗い洗浄 

を行い、洗浄後は水滴付着のない状態で取付けること（薬品使用時は水溶

性脱脂洗浄剤無公害薬品 日本エヌ・シー・エイチ ND-165を使用）。 

ウ 送排風機の異音点検（シロッコファン） 

エ 運転スイッチの機能点検（強弱．換気切替え） 

オ ロスナイエレメント（カセットフィルタ）清掃 

カ 化粧パネル、ルーバー清掃  

キ 外気給排気口点検清掃 

ク 作業写真の提出 

 

３  その他 

(１) 故障要請時は、即日対応で点検すること。 

(２) 作業場所に什器等がある場所は、什器等移動して行うこと。 

(３) １回の点検作業は、２日（金曜日及び土曜日）で行うこと。 

(４) 作業に伴う廃棄物は産業廃棄物処理をすること。 
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11 トイレ用殺菌脱臭装置保守点検業務 

 

以下のトイレに取り付けている殺菌脱臭装置の保守点検を行うこと。 

 

１ 点検台数 

(１) カルミックエアーユニット 29台 

ア 庁舎地下１階 東側４台 

男子用 小便器２ 大便器１ 

女子用 大便器１ 

イ 庁舎地下１階 西側７台 

男子用 小便器３ 大便器２ 

女子用 大便器２ 

ウ 庁舎１階 東側９台 

男子用 小便器４ 大便器２ 

女子用 大便器３ 

エ 庁舎１階 西側９台 

男子用 小便器４ 大便器２ 

女子用 大便器３ 

(２) カルミックエアーフレッシュナー ４台 

ア 庁舎１階 東側２台 

男子用 １ 

女子用 １ 

イ 庁舎１階 西側２台 

男子用 １ 

女子用 １ 

 

２ 点検回数 年６回 

点検月（前期分） ５月、７月及び９月 

（後期分） 11月、１月及び３月 
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３ 点検内容    

(１) 臭気発生の有無、異常個所の有無確認のため、トイレ全体の点検を行うこ

と。 

(２) 機器に応じた薬品等の交換を行うこと。 

ア サニタイザー 

芳香剤マット､洗浄薬剤交換 

   イ エアーフレッシュナー 

     マルチ、電池交換 

※点検で発生する廃棄物は、持ち帰り産業廃棄物として処理すること。 

(３) 機器に応じた点検、動作確認を行うこと。 

   ア サニタイザー 

     漏水の有無 

イ エアーフレッシュナー 

     光感知センサーの動作確認 

     インターバルの設定確認 

(４) 総合的な動作確認及び周辺の清掃を行うこと。 
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12 本庁舎電気工作物の細密点検業務 

 

  自家用電気工作物の年次細密点検を電気設備に関する技術基準に基づいて、次のと

おり行うものとする。 

 

１ 作業日  甲が指定する日（２月第３土曜を予定） 

 

２ 作業時間 ８時30分から17時まで 

 

３ 作業場所 本庁舎地下電気室、発電機室 

    ※当庁舎は、消防防災無線等の非常電源を設置しているため、停電時間厳守で

作業を行うこと。また、緊急時、自家発電機の運転を行う可能性があるた

め、清掃、低圧回路絶縁測定作業は、非常低圧配電盤から作業すること。 

 

４ 点検内容 

別紙「試験作業書」のとおりとする。 

 

５ 作業前の手順 

(１) 感電事故防止の万全を期するため、停電操作に関しては電気主任技術者及

び電気作業責任者の指示に従うこと。 

(２) 作業に関しては、点検会社の電気作業責任者が全作業を指示し、保安上の

全責任をもつこと。 

(３) ピラーキャビネット盤高圧交流ガス開閉器を遮断して全停電作業で行うこ

と。 

(４) 受電回路の遮断器、断路器を開放し、検電器で停電を確認後作業すること。 

(５) 短絡接地用具を取り付けること。 

(６) 動力及び電灯配電盤ブレーカーは遮断して作業すること。 

(７) 各電流計、電圧計は断とすること。 

(８) 各種操作は、確認合図をして作業すること。 

(９) 測定器及び作業照明に使用する電源はポータブル発電機を持参し仮設電源

を使用のこと（庁舎自家発電機は、作業安全を図るため緊急時又は甲が指示

した場合を除き運転不可とする。）。 
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(10) 電話交換機用のポータブル発電機を用意すること。 

 

６ 作業後の確認 

(１) 通電前 

ア キュービクル内作業場所巡視点検 

イ 短絡接地線の取り外し 

ウ 作業照明仮設線撤去 

(２) 通電後 

ア 各電流計、電圧計の復帰、指示値の確認 

イ 動力及び電灯配電盤ブレーカー投入 

 

７ 報告書等の提出 

(１) 作業員名簿及び作業配置表の提出 

作業員は、第一種電気工事士以上又は電気主任技術者とし、安全衛生特別

教育を受講したものする。なお、資格証の写しは、必ず提出すること。 

なお、事前に甲に承認を得て、第一種電気工事士又は電気主任技術者の指

示の下で作業を行う者についてはこの限りでない。 

(２) 点検測定記録報告書 

     ２部提出すること。 

(３) 点検作業写真の提出 

 

８ その他 

(１) 停電作業に伴い停電前関連作業、復電後復旧作業の対応を行うものとする。 

(２) その他必要事項は、甲乙協議の上決定するものとする。 
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別紙 

試験作業書 

 

１ 受電用継電器動作特性試験             

(１) 静止型過電流継電器（三菱電機 MR-2R-E 定格0.33A） １台 

        （最小動作電流、瞬時動作電流値、限時特性 ﾚﾊﾞｰ10 整定 300％、500％）

(２) 地絡方向継電器（戸上電機 GLR-B-DT 定格110V）   １台 

        （最小動作電圧、最小動作電流値 0.2A、0.4A、0.6A、0.8A、1.0A、逆方向

不動作電流値、タップ時動作時間値、位相特性測定） 

(３) 不足電圧継電（三菱電機 ＭＶＲ－１－Ｒ 定格110V） １台 

        （最小動作電圧、復帰電圧、限時特性 ﾚﾊﾞｰ10 整定 70％、0％） 

        ※地絡方向継電器はピラーキャビネット内（仮設電源用意） 

 

２ 配電用継電器動作特性試験 

(１) 静止形過電流継電器（三菱電機 MR-2R-E 定格 0.33A） ４台 

    （富士電機 ＨＡ１２Ｘ－Ａ７Ｓ 定格 0.1A） １台  

（最小動作電流、限時特性  ﾚﾊﾞｰ10 整定 300％、500％） 

        ※受電、配電用静止形過電流継電器は真空遮断機に搭載 

 

３ 接地抵抗測定 

    Ａ種、Ｂ種、Ｃ種、Ｄ種 

 

４ 高圧回路絶縁測定（１０００Ｖ絶縁抵抗計） 

    引込みケーブル、高圧機器一括、高圧コンデンサー等 

 

５ 低圧配電盤幹線絶縁測定（１００Ｖ絶縁抵抗計） 

    動力盤４面、電灯盤４面 各階ＥＰＳ内分電盤（Ｌ４０面・Ｐ２５面） 

 

６ 高圧真空遮断器（ＶＣＢ） ６台 、高圧真空開閉器（ＶＣＳ） ３台 

    遮断器、真空開閉器ブレード点検及び清掃、グリス塗布、真空バルブ点検 
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７ 機器点検、増締め及び清掃 

    変圧器の点検（８台）、遮断器等（９台）、ＬＢＳ、ＳＣ、ＰＴ、ＣＴ母線、ク

リート碍子、端子等の点検、清掃、盤内外部清掃、計器類の点検 

 

８ 自家発電機用継電器動作特性試験 

(１) 過電流継電器（明電舎 K10-CR  定格 5A） ２台 

       （最小動作電流、限時特性 レバー10 整定  300%、500%） 

(２) 地絡継電器（明電舎 NTG-91 定格200V）  １台 

       （動作値 0.1A、0.2A、0.4A、0.6A、0.8A、限時特性 0.2Aの130％ ） 

(３) 不足継電器（明電舎 KIE-KR 定格 220V DC24V） １台 

       （最小動作電圧、復帰電圧、限時特性 レバー10 整定 120％、180％） 

(４) 過電圧継電器（明電舎 KIU-KR 定格 220VDC24V） １台 

       （最小動作電圧、復帰電圧、限時特性  レバー10 整定 70%.0%） 

 

９ 表示ランプ及びシーケンスチエック 

(１) 遮断器、開閉器投入遮断表示灯ランプ点検 

(２) 停電及び復電時、非常用蓄電池、自家発電機の起動、停止動作の確認 
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13 水蓄熱槽水質管理業務 

 

１ 業務項目 水蓄熱槽水質管理  

 

２ 分析数量 １か所 

 

３ 採水場所 本庁舎 水蓄熱槽・水用冷温水管 

 

４ 分析回数 年４回（５月，８月、１１月及び２月） 

※２月は水用冷温水管の水質も測定  

 

５ 作業内容 冷温水サンプリング分析、薬品投入 

(１) 分析項目  

   ア 透過光濁度 

 イ ＰＨ 

 ウ 電気導電率 

 エ ＣＯＤＭｎ 

オ 酸消費量（ph4.8) 

カ 塩化物イオン 

キ 硫酸イオン 

ク イオン状シリカ 

ケ アンモニウムイオン 

コ 全硬度 

サ カルシウム硬度 

シ 全鉄 

ス レンスイ薬品濃度 

(２) 薬品投入 全東水製ＣＨ－１７１（20ｋｇ×８） 

 

６ 分析報告書 ２部提出 

 

７ その他 建築物飲料水水質検査業登録証明書の提出（報告書に添付）                                   
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14 特定建築物環境衛生管理業務（空気環境測定） 

 

１ 測定は年６回とする（２か月に１回とする。）。 

  （原則５月、７月、９月、11月、１月及び３月に実施する。） 

 

２ １日の測定回数は２回同一場所を測定し、その日の測定値とする。 

（１回目は、９時30分からとし、２回目は、13時からとする。） 

 

３ 測定着手事前届出書類（測定初回時に写しを提出すること。） 

(１) 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録者であることを証す

る書類を提出（建築物空気環境測定業登録証明書）すること。 

(２) 空気環境の測定有資格者であることを証する書類を提出すること。   

(３) 粉塵計較正済であることを証する書類を提出すること。 

 

４ 測定項目 

温度・湿度・気流・浮遊粉塵・一酸化炭素・炭酸ガス・照度 

※ただし、照度は１回測定とし、２回目の測定時に測定する。 

 

５ 測定場所は次の21か所とする。 

(１) Ｂ１階   ２か所（食堂、組合事務所） 

(２) １階    ４か所 (南側待合室等、エントランスホール、事務所２) 

(３) ２階～７階  各２か所（事務所） 

(４) 外気    ２か所（１階、屋上） 

(５) 特定屋外喫煙場所  １か所（７階テラス（午前１回浮遊粉塵のみ。）） 

 

６ 測定方法 

(１) 空気環境の測定を行う者はビル管理法に定められた資格者とする。 

(２) 浮遊粉塵測定器は較正を受けたものを使用すること。 

(３) 人の呼気,喫煙による直接的影響を受けないよう注意すること。 

(４) ＣＯ２濃度計は、使用前に必ず較正点検すること。   

(５) 測定時に異常数値が出た場合、測定機器及び測定方法に誤りがないか確認

すること。 
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７ 立会い検査 

測定作業には、環境衛生管理技術者が立ち会うものとする。 

 

８ 作業報告 

測定作業終了毎に所定の様式により作業報告書を提出すること。 

 

９ その他 

甲の環境方針に基づいた保守点検を行うこと。 
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15 特定建築物環境衛生管理業務（貯水槽清掃） 

 

１ 清掃は、年１回、９月とする（水道水分析検査は除外）。 

 

２ 設備概要 受水槽  52トン １基 

       高架水槽 18トン １基 

 

３ 作業場所 本庁舎地下受水槽室、屋上塔屋 

 

４ 作業着手事前届出書類 

 (１) 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録者であることを証する

書類を提出すること（建築物飲料水貯水槽清掃業登録証明書）。 

 (２) 貯水槽清掃作業監督者有資格者であることを証する書類を提出すること。 

 (３) 作業員の検便証明書類を提出すること（検便後、３月以内）。 

 

５ 作業要領 

 (１) 貯水槽の掃除 

   ア 受水槽と高架水槽は、同日に清掃すること。また、順序は受水槽清掃を先

に行うこと。 

   イ 健康状態の不良なものは作業に従事させないこと。 

   ウ 作業衣及び使用器具は、貯水槽掃除専用のものを使用すること。 

   エ 貯水槽内の照明、換気等に十分注意して事故防止を図ること。 

   オ 壁面等に付着した物質の除去は、貯水槽の材質に応じ、適切な方法で行う

こと。また、ボールタップ、電極棒、立ち上がり等も同様とすること。 

   カ 掃除終了後、水道引込管内等の停滞水や管内のもらい錆等が貯水槽内に流

入しないようにすること。 

 (２) 貯水槽の消毒 

   ア 消毒薬は、有効塩素50～100ppmの濃度の次亜塩素酸ナトリウム溶液、また

はこれと同等以上の消毒能力を有すること。 

   イ 消毒は、貯水槽内の全壁面、床及び天井の下面について、噴霧器等を使用

して消毒液を吹き付けること。 

   ウ 上記の方法により、２回以上消毒を行うこと。 
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   エ 消毒液の水洗い及び貯水槽内への上水の注入は、消毒終了後、少なくとも

30分以上経過してから行うこと。 

 (３) その他 

   ア 受水槽外壁及び周辺の清掃 

   イ マンホール防水パッキンの点検 

   ウ 水抜管及びオーバーフロー管、通気管等の防虫網点検 

   エ 残留塩素を判定し、0.2ppm以上に維持すること。 

 

６ 立会検査 

  作業は環境衛生管理技術者が立ち会うものとする。 

 

７ 作業報告 

  作業終了後、速やかに所定の様式に作業写真を添え、報告書を提出すること。 
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16 改正フロン法に基づく対象機器点検業務 

 

次の機器を改正フロン法に基づき点検を行うこと。 

１ 熱源機器 

Ｒ―１―１・２ EAHV-P2400A-STD  ２台 

 

２ パッケージ（三菱製） 

Ｂ１階書庫      室内機  KFH-P5A 

Ｂ１階運転手控室     室内機  PL-ERP63EA3   室外機 PUZ-ERP63KA8 

Ｂ１階組合事務室     室内機  MPC-RP56GA2 

 室内機  MPLZ-RP56BA   室外機MPUZ-WRP112HA3 

Ｂ１階中央監視室   室内機  MPLZ-RP80BA4   室外機 MPUZ-ERP80HA8 

１階守衛室      室内機  MPLZ-RP80BA4   室外機 MPUZ-ERP80HA8 

１階控室       室内機  PL-ERP56BA8   室外機 PUZ-ERP56KA6 

１階喫茶室厨房    室内機  MPKH-RP50KAL   室外機 MPUZ-P50SHA3 

３階秘書会議室    室内機  PM-RP56FA8 

 室内機  PM-RP56FA8       室外機 PUZ-ERP112LA 

３階政策審議室    室内機  PM-RP80FA8 

３階政策審議室    室内機  PM-RP80FA8       室外機 PUZ-ERP160LA 

３階印刷室      室内機  PKH-RP56KAL10  室外機 PUZ-ERP56SKA8 

３階営繕設計室    室内機 MSZ-HXV6319S-W  室外機 MUZ-HXV6319S 

５階電算機室№１   室内機  PFD-P280M-E   室外機  PUD-P280M-E 

５階電算機室№２   室内機 PFD-P280M-E      室外機  PUD-P280M-E 

５階電算機室№３   室内機 MPC-RP160GA2   室外機  MPUZ-P160HA5 

Ｂ１階清掃控室    室内機 MSZ-GV365-W   室外機 MUCZ-G365 

Ｂ１階窓口従事者控室 室内機 MSZ-GV365-W   室外機 MUCZ-G365 

 

３ パッケージ（ダイキン製他） 

 Ｂ１階ＣＶＣＦ室    室内機 PFYP150C     室外機 UCYP150C 

１階自動交付機室    室内機 FAP45A          室外機  RZYP45AAV 

３階文書整理室      室内機 FHP140AL     室外機  RZYP140BB 

 ５階電話交換室     室内機 FAP63BA       室外機  RZYP63BBT 
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生活支援課Ａ－１       室内機  FHYCP 112K 

生活支援課Ａ－２    室内機  FHYCP 112K    室外機  RZYP 224K 

生活支援課Ｂ－１    室内機 FHYCP 112K 

 生活支援課Ｂ－２    室内機 FHYCP 112K       室外機  RZYP 224K 

生活支援課Ｃ      室内機 FHYCP 112K       室外機 RZYP 112K 

社会福祉協議会Ｄ－１  室内機 FHYCP 112K 

社会福祉協議会Ｄ－２  室内機 FHYCP 112K       室外機 RZYP 224K 

社会福祉協議会Ｅ    室内機 FHYCP 140K    室外機 RZYP 140K 

旧自動交付機室     室内機 F36FTPS-W        室外機 R36FPS 

営繕設計室       室内機 NSZ-HXU6319S-V   室外機 MUZ-HXU6319-S 

 

４ 会議室・議場 

６階議場    室内機 PEFY-P160MG5 ２台 室外機 PUHY-P335DMG5 

401会議室    室内機 PEFY-P122MG5 ４台  室外機 PUHY-P560DMG5 

700会議室    室内機 PLFY-P56MG5 

701会議室    室内機 PLFY-P56MG5  ２台  室外機 PUHY-P280DMG5  

702会議室    室内機 PLFY-P80MG5  ２台 

703会議室    室内機 PLFY-P80MG5  ３台  室外機 PUHY-P400DMG5 

704会議室    室内機 PLFY-P71MG5      室外機   

705会議室    室内機 PLFY-P71MG5       室外機   

706会議室    室内機 PLFY-P90MG5       室外機   

707会議室    室内機 PLFY-P90MG5        室外機   

708会議室    室内機 PLFY-P71MG5        室外機   

健康管理室   室内機 PKFY-28BMG5        室外機   

女子休養室   室内機 PKFY-28BMG5     室外機   

男子休養室      室内機 PKFY-28BMG5        室外機 PUHY-P560DMG5 

 

５ 製氷機・冷水器 

Ｂ１階 ＥＶホール冷水器  RLF8-D100   組合事務室 製氷機   IM-15CL 

１階   東便所前 冷水器  R8       喫茶厨房   製氷機  IM-55L-1 

湯沸室 製氷機   IM-20CL 

２階～６階 湯沸室 製氷機 IM-25L-1 ５台 
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６ 売店・ショーケース 

ショーケース（パン類）SAR-337G      冷凍ショーケース    SCR-090DW 

冷蔵ショーケース     SRM-RV419     冷蔵ショーケース    DRK-431AUJ 

加温冷蔵ショーケース SPAS-H521X1E  冷蔵ショーケース   SMR-C75CH3 

 

７ 厨房 

コールドテーブル（冷蔵）  4361CD      製氷機                IM-55L-1 

冷凍ストッカー           PF-057X-B   コールドテーブル(冷凍）FT-63PTE1 

冷凍ストッカー      PF-057X-B   冷凍冷蔵庫             HRF-180ZF 

コールドテーブル(冷蔵）   CT-120SNCG-ML 

コールドテーブル(冷蔵）  CT-150SNCG-ML 

冷凍ストッカー           RITC-605      冷凍ストッカー       SH-F240X 

コールドテーブル(冷凍）   DRK-4361SS   製氷機               IM-900L-1 

IM-90DM-1-ST-SA 

コールドウオーターディスペンサー TWC-40SA2-T 

冷凍ストッカー           TBCF-190-RH 
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Ⅲ 清掃業務 

 

１ 基本的事項 

(１) この仕様書は、清掃業務の大要を示すものであって建物管理上又は美観及

び衛生上特に必要と認めた軽微な作業については、本仕様書に定められてい

ない事項についても契約金額の範囲内において実施すること。 

(２) 本庁舎は、建築物における衛生的環境の確保に関する法に該当する特定建

築物であるため、建築物環境衛生総合管理業登録を行っていること（建築物

環境衛生総合管理業登録証明書を契約時に提出）。 

(３) 従事者の中にビルクリーニング技士の資格者を１名置き、建築物における

衛生的環境の確保に関する法に基づく清掃作業監督者講習を受講、修了して

いること（資格証､監督講習の写しを契約時に提出すること。）。 

(４) 速やかに本仕様書に基づき清掃業務実施計画書（作業計画及び年間作業工

程表）を作成し、承認を得ること。また、計画書に基づく毎月の清掃（定期

清掃も含む。）については、作業予定表及び勤務体制表を作成して前月25日

までに提出し、承認を得ること。 

(５) 業務員の名簿及び構成表を作成、提出し、承認を得なければならない。ま

た、業務員を変更したときは、その都度提出し、承認を得なければならない。 

(６) 業務員の中から現場責任者を定め、報告の上、承認を得なければならない。 

(７) 承認を受けた現場責任者は、業務の監督、日誌の記載等業務に伴う事項を

処理すること。 

 

２ 委託の概要 

(１) 清掃対象面積 合計 16,492㎡ 

（詳細面積は別紙１－１「床清掃作業基準表」のとおり） 

   ア 地下１階 1,997㎡ 

   イ １階   2,231㎡ 

   ウ ２階   1,379㎡ 

   エ ３階   1,760㎡ 

   オ ４階   1,756㎡ 

   カ ５階   1,507㎡ 

   キ ６階   1,749㎡ 
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   ク ７階   1,322㎡ 

   ケ 屋上   1,492㎡ 

   コ 西棟    733㎡ 

   サ その他   566㎡ 

(２) 清掃対象ガラス面積  1,811㎡ 

 

３ 作業時間等 

(１) 日常清掃 

日曜日、土曜日、祝日及び甲の指定する日を除く毎日とし、時間は午前８

時から午後８時までとする。 

 

(２) 定期清掃 

定期清掃は、閉庁時に行い、事前に市の担当者と協議して、作業計画を作

成すること。ただし、執務に支障がなければ事前に協議の上、平日の午前８

時から午後８時の間に実施することができるものとする。 

  

(３) 作業時間 

 作業日・作業時間は市の業務に支障の出ないように協議の上決定するもの

とする。 

 

４ 清掃業務の範囲 

本庁舎等とする。ただし、ロッカー、家具等（椅子等軽微なものは除く。）の

移動不可能な床面の清掃は、範囲外とする。 

 

５ 清掃方法等 

(１) 共通事項 

ア 日常清掃及び定期清掃の終了後、速やかに清掃日誌を提出すること。ま

た、定期清掃のなかで指示を受けた清掃は作業写真を提出すること。 

イ 作業の実施に当たり、鍵を使用する必要があるときは、承認を得て使用

し、使用後は速やかに返却すること。 

ウ 作業の実施に当たっては、常に火災、盗難、及び労働災害が起きないよ

う万全の注意を払うこと。 
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エ 清掃時に使用する電気、水道については、効率よく使用すること。 

オ 作業に使用する清掃器具及び材料は、作業内容及び建築材料に最適なも

のを使用すること。なお、粗悪品又は建築材料に不的確な清掃器具、材料

等を使用したために生じた損害については、賠償責任を負うものとする。 

カ 清掃時に使用する洗剤等は、分解性の高い、化学物質の含有量が低いな

ど環境にやさしい中性洗剤等を使用すること。また、廃液は適正に処理を

行うこと（剥離洗浄の排水は中和させ、場合によっては、樹脂分等を除去

して排水し、除去したものは産業廃棄物として処理した上で、マニフェス

トを提出すること。）。 

キ 清掃で使用する洗剤等については、適正使用及び減量使用を図るととも

に、使用洗剤等の品名、使用量を清掃場所別に報告すること。 

ク 作業中に遺失物を発見したときは、速やかに届け出ること。 

ケ 作業中に生じた事故は受託者の責めに帰するため、速やかに報告した上

で、その処理について指示を受けること 。 

コ 建物の破損等を発見した場合は、速やかに報告すること。 

サ 清掃作業を実施するため、やむを得ず移動した備品等は、終了後、元の

場所に戻すこと。 

シ 清掃は静粛に実施し、清掃用水等を来庁者や壁、備品等に飛散させない

こと。 

ス 清掃用具、清掃材料の保管場所及び作業員の詰め所は、甲の指定した場

所を使用すること。 

セ ベランダ、屋上、地下スロープ等の側溝、排水口にゴミ、汚泥等が詰ま

らないよう清掃すること。 

ソ 作業が不十分であると認められるときは、指示に従い適正な清掃を行う

こと。 

タ 清掃用具、洗浄剤等材料（塵芥回収袋含む。）、トイレットペーパー、

手洗い用水石鹸等は受託者の負担とする。 

※参考購入品目 

トイレットペーパー 約20,000個/年（矢崎紙工：ミッチェル） 

手洗い用水石鹸 約27㍑/年（ユーホーニイタカ：ノーブル） 
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６  内部日常清掃 

(１) 床の日常清掃は次の方法で行い、その他作業箇所の詳細は別紙１「床清掃

作業基準表」による。なお、ゴミ収集については毎日行うものとする。 

ア 掃き・拭き掃除 

床仕上げ材に適した清掃用具で丁寧に掃き塵埃除去・特殊化学モップ拭き

（サニークリーン） 

イ 吸塵掃除 

真空掃除機で丁寧に吸塵すること。 

ウ 水拭き掃除 

汚れ等が付着した部分をモップ等で拭き取ること。 

 

(２) 床以外の日常清掃は、次の方法で行うものとする。 

ア 硝子の清掃 

汚れの目立つ部分をタオル等で乾拭き又は水拭きすること。 

イ 廃棄物の回収等 

庁舎内各課事務室等の資源廃棄物の分別回収（ミックスペーパー、ＲＰ

Ｆ原料）及び１階ロビーの可燃ゴミを回収し、計量の上、地下指定場所に

搬出すること。分別ボックスの汚れの目立つものは、タオル等で乾拭き又

は、水拭きをすること。地下集積場所は、整理整頓に努めること。 

ウ 吸殻入れ等の清掃 

喫煙場所の吸い殻を不燃の容器で回収し、吸殻入れは清掃する。また、

回収吸殻は、水分除去を行い、指定場所（ＲＰＦ）に集積をする（特定屋

外喫煙場所１か所）。 

エ 汚物容器の清掃 

汚物を容器から回収して指定する場所(可燃ゴミ)へ集積、必要に応じ内

部を水洗いする 

オ 洗面器等の清掃（洗面所、理事等執務室、議長室、シャワー室等） 

スポンジ等で専用洗剤を用いて洗浄し、拭き上げる。鏡・金属部分はタ

オルで磨き上げる（洗面器類 95器）。  
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カ 衛生陶器（便器）の清掃 

スポンジ等で専用洗剤を用いて洗浄し、拭き上げる。金属部分はタオル

等で磨き上げる（小便器62基、大便器83基（和式40基・洋式42基）、身障

者用４基、オストメイト1基） 

キ 衛生消耗品の補充 

トイレットペーパー、水石鹸等の衛生消耗品が不足している場合は補充

する。 

ク 湯沸室流し台等の清掃 

スポンジ等で専用洗剤を用いて洗浄し、拭き上げる。また茶殻、残飯等

の収集、搬送、容器の洗浄を行う。（12か所） 

ケ エレベーター内の清掃 

塵埃を取り除き、金属部分はクリーナーを使用し、タオル等で磨き上げ

る（４台）。 

コ 手摺り等ステンレス部分の清掃（エントラスホール､待合ホール等） 

タオル等で磨き上げる。必要に応じて磨き材を用いる。 

サ 什器・備品の清掃 

タオル等で水拭きをする。汚れの目立つ部分は専用洗剤を用いて除去す

る（待合いホール、談話コーナー、公衆電話コーナー記載台、椅子、テー

ブル、電話カウンター、冷水器、授乳室等）。 

シ ベランダの清掃 

鳩のフン、わら等の除去、排水口の清掃（７階 13か所） 

ス シャワー室の掃除 

床全体をモップ等で拭き取る。なお、汚れの著しいときは、専用洗剤を

用いてデッキブラシ等で洗浄すること（２か所  18㎡）。 

セ その他箇所の清掃 

スイッチ廻り及び低所壁面、扉、間仕切り等は必要に応じ、埃及び汚れ

を適切な方法で取り除くこと。 

ソ マットの清掃 

     マットは、丁寧に吸塵し、定められた場所に整頓すること。 

タ その他の清掃 

ベビーベットのシーツは巡回時確認し、清潔な状態を保つこと。 
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   チ 共用部の巡回について 

１日１回共用部の巡回を行う。ただし、地下１階、１階、２階、７階便所

は１日２回の巡回とする。 

ツ おむつ回収容器の廃棄物回収 

  甲が設置するおむつ回収容器から適時廃棄物を回収すること（１箇所）。 

 

７  内部の定期清掃 

(１) 床の定期清掃は次の方法､回数で行い、その頻度の詳細は別紙１「床清掃   

作業基準表」によるものとする。 

ア 表面洗浄 

床の除塵を行い、専用洗剤を塗布し床磨き機で汚れを除去後、真空掃除

機で汚水を取り除いて水拭きを行い、ワックス剤を塗布して充分乾燥させ

る。また、契約期間内に各フロアー１回、剥離洗浄を実施する。 

イ カーペットクリーニング 

床の除塵を行い、専用洗剤を塗布して洗浄機で洗浄後、真空掃除機で汚

水を取り除き、乾燥後に起毛調整をする。 

ウ 洗浄 

床の除塵を行い、専用洗剤を塗布し、洗浄用パット等で汚れを除去し、

充分に水切りを行い乾燥させる。  

エ 全面水拭き 

充分に絞った雑巾・モップ等で、全面水拭きをする。 

オ 染み抜き清掃 

カーペット面に染みが生じた場合は、直ちに染み抜きを行う。 

カ 付着物の除去 

適した清掃用具で丁寧に除去する。 

(２) 床以外の定期清掃は、次に掲げる方法､回数（実施月は予定）で実施す   

ること。 

ア ガラスの清掃（４回／年、６月、９月、11月及び３月） 

ガラス用洗剤で汚れを取り除き、スクイジー等を使用し、タオルで拭き

上げ枠等の汚れを拭き取る。 

(ア) 窓ガラス       1,606㎡  

(イ) トップライトガラス床  200㎡  
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(ウ) 告示掲示場        ５㎡  

 

イ ブラインドの清掃 1,131㎡ （２回／年、４月、10月（令和５年は除く））  

ブラインドは埃が付着しやすい化学モップ、フラワーモップ等で除塵す

る。劣化が激しいもの、破損しているものがあれば、別途財産・車両課長

へ報告を行う。 

ウ 防煙垂れ壁の清掃 45か所 97㎡（１回／年、５月） 

   ガラス用洗剤で汚れを取り除き、タオルで拭き上げる。 

エ 照明器具の清掃 

(ア) 庁舎内建物内器具（１回／年、５月） 

 庁舎建物内照明器具は埃が付着しやすい化学モップ、フラワーモップ等

で除塵する。 

  a  ベースライト  台数 1,949台 

    b ダウンライト  台数  460台 

    c その他      台数   53台 

※その他は、投光器、捕虫器、表示灯、ブラケット等とする。 

 

(イ) 西棟建物内器具（１回／年、５月） 

 西棟建物内器具は反射板の清掃、管球拭きをする。汚れが目立つ場合は

水拭きや中性洗剤を用いて拭くこと。 

 a  蛍光灯     台数   165台 

    b ダウンライト  台数   32台 

 

(ウ) 外灯 (２回／年、５月、11月） 

 外灯は反射板の清掃、管球拭きをする。汚れが目立つ場合は水拭きや中

性洗剤を用いて拭くこと。（本庁舎駐車場内の外灯も含む） 

ａ 外灯      台数   91台 

 

オ サッシュの清掃（１回／年、９月） 

サッシュ及びパッキン部の除塵、水拭き 

カ 高所の塵払い（１回／年、５月） 

天井及び高所壁面部分に溜まった塵及び蜘蛛の巣を除去する。 
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キ 扉及び間仕切りの清掃（４回／年、５月、８月、11月及び２月） 

      専用洗浄剤を用いて拭き、乾きタオルで拭き取る。 

ク スイッチ周り及び壁面（低所、４回／年、５月、８月、11月及び２月） 

     専用洗浄剤を用いて拭き、乾きタオルで拭き取る。 

ケ 備品及び調度品の清掃（１回／年、12月） 

ロッカー及びファンコイル上部等の塵埃を拭き取る。 

コ ベランダの清掃（119か所、１回／年、３月） 

除塵を行い、デッキブラシ等を用いてタイル洗浄、排水口のごみ除去を

行う。 

サ 畳の水掃き清掃（４回／年、６月、９月、12月及び３月） 

除塵を行い、専用洗剤等用いて、畳表面の汚れを雑巾で拭き取る。 

シ 給排気口の清掃（１回／年、１月） 

別紙２「給排気口清掃仕様書」に基づいて行う。 

ス ロビーチェアクリーニング清掃（１回／年） 
  別紙３「ロビーチェアクリーニング清掃業務仕様書」に基づいて行う。 

セ マット類の交換 (２回／月) 

玄関マット（150㎝×240㎝）５枚（５か所分）を手配し、最低月２回交

換する。交換については、清掃日誌に記入すること。 

(３) 外部の日常清掃は、次のとおり実施する。    

ア 敷地内を巡回し、敷地内に放置されたごみ及びごみ箱内のごみ収集 

イ 枯れ葉等の掃き掃除 

ウ サンクンガーデン部分のゴミ除去      

エ 屋上を巡回し、ごみの収集 

(４) 外部の定期清掃は、次のとおり実施する。 

ア 屋上の清掃（1,492㎡、２回／年、６月及び12月） 

ルーフドレン周辺のごみや汚泥の収集をする。 

イ 排水溝の清掃（３回／年、９月、12月及び３月） 

駐車場の排水溝のグレーチングを取り外し、溝に溜まったごみ、泥を除

去する。 

ウ 構内緑地帯の雑草除去（5,522㎡、２回／年、10月及び５月） 

(５) その他 



- 77 - 

 

ア 庁内の廃棄物分別収集業務は、別紙４「廃棄物回収業務仕様書」に基づ

き行うこと。 

イ 市の環境方針及び環境マニュアルに基づき清掃作業を実施すること。 

ウ 要注意箇所についてマニュアル（図面）を作成し、保存すること。 

 

７  臨時清掃 

(１) えびな市民まつりが実施された場合は、当日２名以上の清掃員を配置し、次の

場所の巡回清掃を行うこと。なお、この巡回に伴う消耗品は乙の負担とする。 

ア 巡回清掃箇所 

 (ア) １階各便所（トイレットペーパーの補充含む。） 

 (イ) 建物周辺 

 (ウ) 本庁舎駐車場 

 (エ) 西側催事広場 

 (オ) 職員駐車場 

 (カ) 屋上テラス（吸い殻の回収含む） 

イ 時間 

午前９時３０分から２０時まで 
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別紙１－１ 

床清掃作業基準表 

 

１ 主要室等仕上げ材一覧（詳細面積は別紙１－２「本庁舎詳細面積一覧」を参照） 

主 要 室 等 仕上げ材等 

階段、湯沸室、廊下等  ビニールシート 

文書庫(各階)、西棟（２階）倉庫  ビニールタイル 

事務室、会議室  カーペットタイル 

市長室等、議場、６階フロアー  じゅうたん 

エントランスホール、待合ホール  御 影 石 

便所、洗面所  磁気質タイル 

備蓄倉庫、各階機械室、電気室等  コンクリートモルタル 

喫茶室、談話コーナー等  フローリングボード 

休養室、業者控室等（39畳）  畳 

 

２ 仕上げ材別清掃方法等 

 (１) 日常清掃 

   ア カーペット、じゅうたん等（真空清掃） 

市長室・副市長室廻り、政策審議室、議会・・・・じゅうたん 

事務室、会議室、更衣室、西棟・・・・・・・カーペット 

イ その他  （掃き・拭き清掃）         

ビニール系タイル、長尺塩ビシート、フローリング、畳、磁気質タイル、

御影石、コンクリートモルタル 

(２) 定期清掃面積及び回数 

ア カーペット、じゅうたん等 

布質系ドライクリーニング（年１回、５月） 

イ 塩ビシート、フローリングボード、ビニール系タイル 

ワックス塗布（年１回 ５月、７月、９月、11月、１月及び３月） 

※ 汚れがひどい場合は剥離を実施すること。(３年に１回程度剥離を実施す

ること) 
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ウ 御影石 

     水拭き（年６回 ５月、７月、９月、11月、１月及び３月） 

エ ビニール系タイル 

表面洗浄・ワックス塗布（年１回 12月） 

オ モルタル 

   水拭き（年１回 12月） 

カ 便所磁気質タイル 

   洗浄（月１回） 

キ 磁気質タイル（ベランダ） 

     洗浄（年１回、７月） 

   ク 磁気質タイル（シャワー室、サンクンガーデン等） 

        洗浄 年４回 ６月、９月、１２月及び３月） 

      ※喫茶及び食堂厨房を除く（62.5㎡）。 

   ケ 畳 

      水拭き（年４回、６月、９月、12月及び３月） 39畳 
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別紙１－２ 

       本庁舎詳細面積一覧 

 

日常清掃 定期清掃

階

共
用・
専用
別

作業箇所（室名） 床仕上材 面積

掃
き
乾
拭
き

吸
塵
清
掃

水
拭
清
掃

表
面
洗
浄

染
み
抜
き
清
掃

ク
リ
｜
ニ
ン
グ

洗
浄

全
面
水
拭 備考

ＢＦ 共用 ＥＶ４基 ビニールタイル 8.80 1 適 6

ＥＶホール 長尺塩ビシート 68.71 1 適 6

廊下 長尺塩ビシート 226.02 1 適 6

東階段 長尺塩ビシート 10.56 随 1 適 6

中階段 長尺塩ビシート 5.14 随 1 適 6

西階段 長尺塩ビシート 23.25 随 1 適 6

湯沸室 長尺塩ビシート 4.62 1 1 適 6

男女シャワー室 磁気質タイル 25.00 1 4

塵芥処理室 モルタル 17.76 随 随 月１

男女更衣室 ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾟﾝﾁｶｰﾍﾟｯﾄ　塩ﾋﾞｼｰﾄ 121.26 1 [1] 適 ［6］ 適 ［１］ [ ]カーペット

男子更衣室（B) ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾟﾝﾁｶｰﾍﾟｯﾄ　塩ﾋﾞｼｰﾄ 82.80 1 [1] 適 [6] 適 ［１］ [ ］カーペット

便所（洗面所含む） 磁気質タイル 55.72 適 随 月１

専用 厚生物品庫 ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ 24.85 1

清掃作業員室 ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ　畳３帖 20.86 1 [1] 適 6 ［４］ [ ]畳

委託業者控室 ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ　畳4帖 36.71 1 [1] 適 6 [４] [ ]畳

組合事務所 ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ 76.93 1 適 6

作業室 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 26.95 6

運転手控室 ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ 26.34 1 適 6

厨房 磁気質タイル 53.58 業者

食堂 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ、ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ 144.57 6

売店 ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ 20.40 6

倉庫（旧薬品庫） モルタル 6.30 1

中央監視室 ｶｰﾍﾟｯﾄﾀｲﾙ 45.72 1 1 適 1

文書庫 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 169.65 6

備蓄用倉庫 モルタル 56.10 1

発電機室 モルタル（防塵） 76.69 1

電気室 モルタル（防塵） 195.55 1

受水槽室 モルタル（防塵） 71.70 1

空調機械室 モルタル（防塵） 215.43 1

ＣＶＣＦ室 モルタル（防塵） 24.89 1

ハロンボンベ庫 モルタル 12.72 1

倉庫(1)～(3) モルタル 41.27 1
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1F 共用 EVホール 御影石 121.31 随 1 適 6

風除室 御影石 59.61 随 1 適 6

廊下 御影石 53.63 随 1 適 6

サービスコーナー 御影石 5.65 随 1 適 6

自販機コーナー 御影石 8.18 随 1 適 6

湯沸室 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 14.90 1 1 随 6

東階段 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 20.32 随 1 適 6

中階段 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 18.61 随 1 適 6

西階段 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 19.95 随 1 適 6

便所（洗面所含む） 磁気質タイル 83.68 適 随 月１

倉庫(階段下） モルタル 13.47 1

喫茶厨房 磁気質ﾀｲﾙ 8.93 業者

喫茶室 ﾊﾟｰｹｯﾄﾌﾛｱｰ(ﾅﾗ) 112.13 随 適 6

エントランスホール 御影石 533.60 随 適 6 6

KST・暴力団相談コーナー ﾊﾟｰｹｯﾄﾌﾛｱｰ(ﾅﾗ) 94.13 随 適 6

守衛室 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 19.03 1 適 1

当直室 畳４帖 14.65 1 6

専用 北側事務室 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 323.20 1 適 1

保健福祉部長室 じゅうたん 28.00 1 適 1

会計管理者室 じゅうたん 12.00 1 適 1

会計課事務室 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 81.01 1 適 1

金庫室 ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ 27.94 6

窓口案内 御影石 268.58 随 適 6

南側待合等 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 274.63 1 適 1

文書庫 ﾋﾞﾆｰﾙ系ﾀｲﾙ 22.18 6

２Ｆ 共用 廊下 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 476.38 1 適 6

湯沸室 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 17.19 1 適 6

便所 磁気質ﾀｲﾙ 58.85 適 1 月１

中央階段 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 19.95 随 1 適 6

東階段 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 27.87 随 1 適 6

西階段 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 20.65 随 1 適 6

塵芥処理室 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 2.43 1 適 6

ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ階段 御影石 17.78 随 1 適 6

専用 北側事務室 ｶｰﾍﾟｯﾄﾀｲﾙ 260.65 1 適 1

市民相談課（相談室含む） ｶｰﾍﾟｯﾄﾀｲﾙ 84.49 1 適 1

西側事務室 ｶｰﾍﾟｯﾄﾀｲﾙ 114.28 1 適 1

２A書庫 ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ 14.76 6

２Ｂ書庫 ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ 22.18 1

南側事務室 ｶｰﾍﾟｯﾄﾀｲﾙ 227.02 1 適 1
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２Ｃ書庫 ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ 13.72 1

３Ｆ 共用 湯沸室 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 17.18 1 適 6

便所 磁気質ﾀｲﾙ 88.78 適 1 月１

塵芥処理室 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 2.47 1 適 6

営繕設計室 ｶｰﾍﾟｯﾄﾀｲﾙ 37.90 1 適 1

資料室倉庫 ﾋﾞﾆｰﾙ系ﾀｲﾙ 14.37 1

廊下 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 409.97 1 1 6

東階段 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 19.30 随 1 適 6

中央階段 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 19.95 随 1 適 6

西階段 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 20.82 随 1 適 6

専用 文書整理室 ｶｰﾍﾟｯﾄﾀｲﾙ 43.46 1 適 1

北側事務室 ｶｰﾍﾟｯﾄﾀｲﾙ 248.30 1 適 1

企画財政課・デジタル推進課 ｶｰﾍﾟｯﾄﾀｲﾙ 100.23 1 適 1

印刷室 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 24.94 1 1 6

職員課控室 ﾋﾞﾆｰﾙ系ﾀｲﾙ 17.65 6

職員課分室 ｶｰﾍﾟｯﾄﾀｲﾙ 22.56 1 適 1

放送室 ｶｰﾍﾟｯﾄﾀｲﾙ 24.10 1 適 1

暗室（物品庫） 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 7.50 6

文書庫 ﾋﾞﾆｰﾙ系ﾀｲﾙ 37.91 6

東側事務室 ｶｰﾍﾟｯﾄﾀｲﾙ 79.26 1 適 1

市長室事務室 ｶｰﾍﾟｯﾄ 57.75 1 適 1

副市長室 じゅうたん 33.99 1 適 1

副市長室 じゅうたん 31.56 1 適 1

秘書会議室 じゅうたん 47.01 1 適 1

市長室 じゅうたん 39.20 1 適 1

市長付属室 じゅうたん 9.94 1 適 1

市長手洗所 御影石 4.59 1 6

市長室長室 じゅうたん 32.38 1 適 1

特別応接室 じゅうたん 59.21 1 適 1

控所（通路部） じゅうたん 70.30 1 適 1

市長室湯沸室 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 6.12 1 適 6

職員課 ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ・ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾟﾝﾁｶｰﾍﾟｯﾄ 51.83 [1] 1 [6] 適 1 [ ]ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ

政策審議室 じゅうたん 79.26 1 適 1

4F 共用 湯沸室 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 17.19 1 適 6

塵芥処理室 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 2.47 1 適 6

便所 磁気質ﾀｲﾙ 80.87 適 1 月１

廊下 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 393.60 1 適 6

東階段 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 19.29 随 1 適 6

西階段 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 20.81 随 1 適 6
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中央階段 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 19.90 随 1 適 6

専用 ４Ａ文書庫 ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ 22.18 6

北側事務室 ｶｰﾍﾟｯﾄﾀｲﾙ 335.06 1 適 1

西側事務室 ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ・ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾟﾝﾁｶｰﾍﾟｯﾄ 94.24 [1] 1 [適] [6] 適 1 [ ]ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ

コピー室 ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ 16.07 1 1 6

４C打合わせ室 ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ 26.81 1 1 6

４Ｂ文書庫 ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ 22.18 6

南側事務室 ｶｰﾍﾟｯﾄﾀｲﾙ 382.52 1 適 1

資料室 ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ 11.00 6

４Ｃ文書庫 ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ 11.18 6

４０１会議室 ｶｰﾍﾟｯﾄﾀｲﾙ 262.54 1 適 1

４０１会議室内倉庫 ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ 17.58 1

5F 共用 湯沸室 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 17.19 1 1 6

塵芥処理室 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 2.47 1 適 6

便所 磁気質ﾀｲﾙ 80.88 適 1 6 月１

廊下 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 383.77 1 適 6

東階段 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 19.31 随 1 適 6

西階段 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 20.84 随 1 適 6

中央階段 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 19.95 随 1 適 6

ＩＴ別室（業者控室） ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ、ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾟﾝﾁｶｰﾍﾟｯﾄ 24.12 [1] 1 [適]［6］ 適 1 [ ]ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ

専用 用紙室 ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ 47.01 6

電算機室 ｶｰﾍﾟｯﾄﾀｲﾙ 83.68 1 適 1

ＭＴ書庫 ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ 15.66 6

電算事務室 ｶｰﾍﾟｯﾄﾀｲﾙ、長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 61.87 [1] 1 ［適］[6] 適 1 [ ]長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ

パンチャー室 ｶｰﾍﾟｯﾄﾀｲﾙ 20.21 1 適 1

統計係 ｶｰﾍﾟｯﾄﾀｲﾙ 20.81 1 適 1

西側事務室 ｶｰﾍﾟｯﾄﾀｲﾙ 84.19 1 適 1

北側事務室 ｶｰﾍﾟｯﾄﾀｲﾙ 142.81 1 適 1

５Ａ文書庫 ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ 23.34 6

監査委員事務局 ｶｰﾍﾟｯﾄﾀｲﾙ 59.21 1 適 1

南側事務室 ｶｰﾍﾟｯﾄﾀｲﾙ 282.29 1 適 1

５０３会議室 ｶｰﾍﾟｯﾄﾀｲﾙ 25.28 1 適 1

経済環境部長室 じゅうたん 25.28 1 適 1

電話交換室 ｶｰﾍﾟｯﾄﾀｲﾙ・長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 46.19 1 1 [6] 適 1 [ ]長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ

6F 共用 西EVﾎｰﾙ 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 4.78 1 1 6

湯沸室 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 17.19 1 1 6

塵芥処理室 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 2.40 1 適 6

便所 磁気質ﾀｲﾙ 82.21 適 1 月１
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廊下・ＥＶホール じゅうたん 404.31 1 適 1

東階段 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 25.36 随 1 適 6

西階段 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 20.40 随 1 適 6

中央階段 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 19.95 随 1 適 6

更衣室 ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ・ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾟﾝﾁｶｰﾍﾟｯﾄ 13.73 [1] 1 [6] 適 1 [ ]ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ

倉庫1,2 ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ 6.63 1

専用 委員会室１ じゅうたん 99.34 週1 適 1 議会時は週３

委員会室２ じゅうたん 49.67 週1 適 1 議会時は週３

委員会室３ じゅうたん 50.56 週1 適 1 議会時は週３

議員控室１ じゅうたん 31.04 週1 適 1 議会時は週３

議員控室２ じゅうたん 31.04 週1 適 1 議会時は週３

理事者控室 じゅうたん 28.38 週1 適 1 議会時は週３

図書室 じゅうたん 37.03 週1 適 1 議会時は週３

書庫 ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ 21.07 1

議員全員協議会室 じゅうたん 130.38 週1 適 1 議会時は週３

議場 じゅうたん 262.53 適 適 1

議員控室３、４ じゅうたん 133.93 週1 適 1 議会時は週３

議員控室５ じゅうたん 31.04 週1 適 1 議会時は週３

議員控室６ じゅうたん 31.04 週1 適 1 議会時は週３

議会事務局 じゅうたん 90.13 1 適 1

正副議長室 じゅうたん 40.40 1 適 1

議長応接室 じゅうたん 41.80 1 適 1

議会応接室 じゅうたん 42.58 1 適 1 議会時は週３

7F 共用 ７００会議室 ｶｰﾍﾟｯﾄﾀｲﾙ 34.81 1 適 1

７０１会議室 ｶｰﾍﾟｯﾄﾀｲﾙ 111.54 1 適 1

７０２会議室 ｶｰﾍﾟｯﾄﾀｲﾙ 99.34 1 適 1

７０３会議室 ｶｰﾍﾟｯﾄﾀｲﾙ 146.36 1 適 1

傍聴席 ｶｰﾍﾟｯト 51.43 週1 適 1 議会時は週３

健康管理室 ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ 29.73 1 1 6

休養室１ 畳、ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ 24.05 1 1 6 [４] [ ]畳

休養室１踏込 豆砂利ｺﾝｸﾘｰﾄ､ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ 5.68 1 6

休養室２、３ 畳、ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ 48.56 [1] 6 [４] [ ]畳

休養室２、３踏込 豆砂利ｺﾝｸﾘｰﾄ､ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ 11.46 1 6

７０４会議室 ｶｰﾍﾟｯﾄﾀｲﾙ 46.12 1 適 1

７０５会議室 ｶｰﾍﾟｯﾄﾀｲﾙ 46.12 1 適 1

７０６会議室 ｶｰﾍﾟｯﾄﾀｲﾙ 49.67 1 適 1

７０７会議室 ｶｰﾍﾟｯﾄﾀｲﾙ 49.67 1 適 1

７０８会議室 ｶｰﾍﾟｯﾄﾀｲﾙ 50.56 1 適 1

便所 磁気質ﾀｲﾙ 78.79 適 1 月１

湯沸室 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 17.19 1 適 6
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倉庫 ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ 2.97 1

塵芥処理室 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 2.40 1 適 6

東階段 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 23.08 随 1 適 6

西階段 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 20.40 随 1 適 6

中央階段 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 19.95 随 1 適 6

廊下 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 238.21 1 適 6

EVホール 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 86.09 1 適 6

屋上出口西階段 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 17.02 1 1 適 6

屋上出口中央階段 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 9.98 1 1 適 6

西棟 西棟（2階） ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ 325.98 1 1

西棟（1階階段・倉庫） 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 37.26 1 1

旧会議室A ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 76.90 1 適 1

旧会議室B ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 68.30 1 適 1

旧会議室C ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 44.20 1 適 1

旧会議室D ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 86.90 1 適 1

旧会議室E ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 53.30 1 適 1

便所 防滑性ﾋﾞﾆｰﾙ床ｼｰﾄ 25.70 1 1 月1

ホール ﾋﾞﾆｰﾙ床ｼｰﾄ 10.80 1 1 月1

旧自動交付機置場 ﾋﾞﾆｰﾙ床ｼｰﾄ 3.60 1 1 月1

その他 テラス（各階） 磁気質タイル 370.00 1

地下東側軒下テラス 磁気質タイル 76.00 4

サンクンガーデン 磁気質タイル 120.00 4
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別紙２ 

給排気口清掃業務仕様書 

 

１ 清掃は年１回とするが、汚れの激しい給排気口についてはその都度除塵し、１月

に実施すること。 

 

２ 清掃対象給排気口 

名称 寸法 数量 回数 備考 

アネモ（庁舎） 410× 410 586 １ 空調通気口ガラリ含む。 

     

空調リターンガラリ 

７階北  1200× 800 １ １  

７階南  900× 900 １ １  

６階北  1100× 800 １ １  

６階南  1000×1000 １ １  

５階北  1000× 800 １ １  

５階南  1000×1000 １ １  

４階北  1400×1400 １ １  

４階南  1400×1400 １ １  

３階北  1450× 800 １ １  

３階南  1100× 650 ２ １  

２階北  1500× 600 １ １  

２階南  1500× 600 1 1  

１階  1500× 800 １ １  

 〃   1000×1000 ２ １  

地下１階 800× 800 ２ １  

     

トイレ換気ガラリ 

１階から７階  250× 250 26 １  

２階東  150× 150 ２ １  

地下１階  100× 100 ２ １  
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食堂厨房換気ガラリ 250× 250 ２ １  

    〃 400× 400 ３ １  

喫茶等換気ガラリ 150× 150 ４ １ 自動販売機・身障者用トイ

レ含む。 

電気室換気ガラリ 1500× 300 ４ １  

    〃 500× 600 ３ 1  

受水槽換気ガラリ 300× 200 ４ １  

発電機室換気ガラリ 400× 300 ２ １  

西棟ガラリ 300× 300 ６ １  

    〃 350× 350 ２ １  

 

３ その他 

(１) 取り外しのできるアネモは外して清掃すること。 

(２) 汚れのひどい給排気口は掃除機で清掃後、水拭きをすること。 

(３) 汚れが飛散しないように注意を払い、又汚した時は周囲の清掃をすること。 

(４) 作業終了後、作業写真を添え報告書を提出すること。 
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別紙３ 

ロビーチェアクリーニング清掃業務仕様書 

 

１ 清掃概要 

清掃は３年間のうち３回、閉庁日に実施するものとし、庁舎内のロビーチェア

クリーニングを行うこと。 

 

２ 作業内容 

(１) 待合椅子クリーニング  19脚 

  ア 背なし (434 BTK)  ５脚 

イ 背つき（CN 434K）  14脚 

 

３ クリーニング場所 

(１) クリーニングする椅子は、各階の設置場所のクリーニング場所に集めて作

業を行うこと。 

(２) 洗浄液を床にこぼさないよう養生シートを敷いてクリーニング作業をする

こと。また、作業終了後は、床面の清掃を行うこと。 

(３) 椅子のクリーニング水分は、真空掃除機でよく吸い取ること。 

(４) クリーニング廃液は、自社に持ち帰り法で定めた適正の処理を行うこと。 

 

４ その他 

作業写真及び報告書を提出すること。 

 

  



- 89 - 

 

別紙４ 

 

庁舎清掃廃棄物回収業務仕様書 

 

１ 回収を行う分別種別名、分別ボックス設置場所 

(１) １階ロビー×２ 

Ｍペーパー、プラスチック、カン、ビン、ペットボトル､可燃ゴミ 

(２) １階東、西湯沸室 

ＲＰＦ原料、食事の後始末、プラスチック、小さな金属類、生ゴミ 

(３) 各階湯沸室（２階から６階） 

ＲＰＦ原料、食事の後始末、プラスチック、カン、ビン、ペットボトル、

小さな金属類、生ゴミ 

 

２ 回収時の注意事項 

(１) 回収資源は必ず計量の上所定の場所に搬出すること。 

(２) 分別ボックス及びその周辺は常に清掃し、清潔に努めること。 

(３) 生ゴミは、堆肥化できないアルミ・プラスチック・箸・ようじなどの混入

がないか確認すること。 

(４) プラスチック・ＲＰＦボックスは、汚れのひどいものの混入がないか確認

をすること。 

(５) 水分の多い生ごみは生ごみ処理機にかけ、廃棄物の減量に努めること。な

お、生ごみ処理機は乙が容易すること。 

 

３ その他 

上記２の(１)、(３)、(４)については、徹底されていない分別ボックスがある

ときは、回収せずに財産・車両課長に連絡すること。 

なお、分別回収ビニール袋は受託者の負担とする。 
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Ⅳ その他庁舎管理に付随する業務 

 

１ 業務の概要 

（１） 災害発生時および災害の発生が予定される場合に、甲からの庁舎管理に付随

する業務の要請を受けた場合は、対応すること。 

（２） 大雨、降雪、台風などの荒天時および荒天が予想される場合に、甲からの庁

舎管理に付随する業務の要請を受けた場合は、対応すること。 

（３） 甲が催事を行う場合に、甲からの庁舎管理に付随する業務の要請を受けた場

合は、対応すること。 

（４） 本庁舎および西棟の備品修理および交換作業等を行うこと。 

（５） その他、甲からの業務の要請を受けた場合は、甲乙協議の上、対応すること。 

 

２ 従事者 

（１） 業務員は健康な者とし、乙の業務員であること。 

（２） 警備業務員、設備業務員、清掃業務員のいずれかの者と兼ねること。 

 


